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建 学 の 精 神

理事長 水 田 清 子

21世紀を迎えて，世界の中の日本というテーマの重要性は，さらにいちだんと深まって

いくことでしょう。この国際化の世紀を生きる，豊かな感性と知性と，確かな知識，技能

を持つ若々しい人材を育成するために，城西国際大学が太平洋に臨む願大な九十九里至近

の地に誕生いたしました。

房総の地に出生し，数次にわたる蔵相，自民党政調会長等の要職を歴任し，戦後日本の

政治経済に少なからず寄与してきた清廉な政治家，故水田三喜男の「学問による人間形成」

という理念を建学の精神として，学校法人城西大学は1960年代の初めに発足いたしまし

た。

それから約30年，新生の城西国際大学は，その建学の精神を共有し，継続してまいりま

すが，さらに，〈国際社会の中で生きる人間の人格形成〉を．本学の学問と教育の目標とし

ていきます。

大きく変わっていく時代とともに，大学もまた日々新たな活性化を求めなければ，その

役割を果たすことができませんが，人間と教育の原点は不変です。城西国際大学では若い

人々がく学ぶことを通して自己の可能性を発見〉し，〈率直さと公平さ〉をふんだんの規範

として生きることを目指します。ごまかしのないスポーツの世界におけるようなフェアプ

レイの精神をもって，国の内外で．人生という広いフィールドで，力いっぱい活動するた

めに，若い人々が育っていく希望と抱負と魅力に満ちた場として，城西国際大学は．これ

から新しい年輪を刻んでいきます。
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学生生活のしおり

学 生 証

本学での学生証番号は，学籍番号および身分証明書番号でもあります。在学中あらゆる場合に

使用され，学生の個人名にかかわるべきものです。

所属をアルファベットで示し，つぎの四ケタの数字は入学年次を示すものです。学生証を紛失

したり破損しないよう大切に保持し，次の事項を守ってください。

学生証は，本学学生であることを証明するものですから，交付を受けて必ず携帯し，本学の

教職員より提示を求められた場合は，提示しなければなりません。

学生証は，毎学年初めに新規に交付します。前年度の学生証はこれと引換えに返還しなけれ

ばなりません。その手続きについては，詳しく掲示いたしますので見落とさないように注意し

てください。

学生証によって各種証明書・学割等が発行されますので，記載事項（氏名，住所，通学区間

等）を変更する場合は，速やかに学生課に届け出て必ず訂正を受けなければなりません。

各種証明書および学割の交付を受けるときには，学生証を掲示しなければなりません。

試験にあたっては学生証の提示が義務づけられています。

学生証を紛失もしくは著しく破損した場合は，「学生証再発行願」に写真を一枚添えて学生

課に申し込んでください。

卒業，退学および除籍の場合は，学生証を返還しなければなりません。

］

2

3

４
５

６

7

学生証のアルファベット記号

研 究 生……S 科目等履修生… ･･A

大学院 国際文化専攻．．…ML 女性学専攻

起業マネジメント専攻．．…･M1

MW 比較文化専攻……DL

学生証番号（学生番号）の見方

軸
１卜０
１
↓
個
人
番
号

ン
０

メ
ー

謬
郷
Ｉ
↓
入
学
年
度

マ
ー
ｌ
↓
所
属

隙Ｍ

１

１
０
１
↓
個
人
番
号

麺０学峠性的
Ｉ
↓
入
学
年
度

枚
Ⅷ
ｌ
↓
所
属

Ｍ

ｊ
ｌ

攻
０
１
↓
個
人
番
号

専
０

化
一

嗽
恥
ｌ
↓
入
学
年
度

国
Ｌ
ｌ
↓
所
属

く
Ｍ

ｊ
ｌ

攻
０
１
↓
個
人
番
号

専
０

化
一

徹卿ｌ↓入学年度
比
Ｌ
ｌ
↓
所
属

Ｉ
Ｄ
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連絡 事項

大学から学生への通知事項等は，すべてマグメディア（電動波動掲示板）または掲示板によっ

てお知らせします。掲示を見落としたために，必要な手続きがとれなかったり，修学に支障をき

たすことが生じることがあります。毎日機会あるごとに各掲示板を注意して見るように心掛けて

ください。

なお，マグメディアは，学生ホール前,B棟東端の階段教室( B 105)廊下およびF棟1階学

生ホール内に設置され，掲示板は，大学院自習室前,B棟西端エレベーター隣（学務事務室の通

知事項）および学生ホール（学生課の通知事項）に設置されております。

授業 関係

I 履修申請

1 履修申請とは，所属する研究科・専攻のカリキュラムの中から学習すべき授業科目を自ら

決定し，所定の様式に従い学部事務室に提出することによって，自己の学習計画を確立する

とともに，申請した授業科目について履修する権利を持つことになります。

学年の始めに行われる履修申請の手続きは，非常に重要なものでありこの手続きを怠った

り，誤ったりすることは，その年度の履修が無効になったり，授業を受ける権利を放棄する

ことになります。

また，履修についての相談は，4月上旬に学部事務室窓口で疑問にお応えします。

11 授業時間表

時 限 I II Ⅲ Ⅳ V

時 間 9：30～11:001 11:20～12:50 13 :35～15:05 15: 15～16:45 16:55～18:25

授業時間割表の見方 毎コマ･コード番号

－て季／
101 1

日本文化研究II(文学･近代） 畠－－＞
( G302) ＞

科目名

吉
田(前）は前期科目

(後）は後期科目

教員名

教室

0001

英語コミュニケーションI(前）
(口頭発表法）
( F222)

教室番号の見方

教室番号の頭のアルファベッ

配置図等を参考にしてください。

1,は棟を表し，後の数字で教室番号を表しますので，校地・建物

(例)G 302

Gは棟番号 302は教室番号
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Ⅳ 休 講

担当教員から連絡があり次第，掲示により連絡します。また，始業時刻から30分以上経過し

ても教室に連絡のない場合は，学部事務室まで問い合わせてください。

＊交通機関の運行停止と授業について

交通機関の運行停止（ストライキまたは自然災害などの場合）の際における授業の取扱いは，

JRが始発時運行停止の場合に限り全日休講となりますので，ニュース速報等に十分注意してく

ださい。

V 欠 席 届

やむを得ぬ事情で授業や試験を欠席した場合は，欠席届に診断書または理由書を添えて学部

事務室で検印を受けた後，授業担当教員に提出してください。なお，欠席届の用紙は学部事務

室窓口に用意してあります。

大学院自習室の利用案内

1． 平日(月曜日~土曜日)の使用

（1）原則として，午前9時から午後6時までとします。

（2）平日の午後6時以降に使用する場合は，午後5時までに「施設使用願」を学部事務室（大

学院係）に提出してください。

2．日曜日及び体日の使用

（1）原則として閉室とするが，教育・研究上において，やむを得ず使用を希望する学生は，

「施設使用願」を提出し，許可を得てください。

3． 使用上の注意事項

（1）使用者は，退出するときには部屋の戸締まり，窓の施錠，火気及び電気を必ず点検してく

ださい。また，使用しない廊下灯等の消灯につとめてください。

（2）平日の午後5時以降に万一事故が発生した場合は，学部事務室（内線1162）及び守衛室

（内線1106）に連絡してください。休日及び祝日の場合は，守衛室（内線1106)に連絡して

ください。

（3）室内は，禁煙とします。

（4）室内では，昼食時間を除いて原則として，飲食を禁止いたします。

（5）普段から盗難防止のために，各自の持ち物の保管・管理には十分注意してください。また，

盗難にあった場合は，速やかに学生課に届けてください。
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授業料および施設設備費

I 授 業 料

1． 年間納入額を前期分および後期分の2期に分割納入してください。なお，大学から納入振

込用紙が，4月上旬（前期分）および10月上旬（後期分）に送付されますので，必ず所定の

「授業料等納入振込用紙」を使用してください｡

2．授業料負担者は，原則として第一保証人とし，変更がある場合は「授業料負担者変更届」

を経理課に提出してください。

11 施設設備費

毎年度授業料と同時に納入してください。なお，納入振込用紙は「授業料等納入振込用紙」

を使用してください。

Ⅲ 事情により，授業料および施設設備費の納入に支障をきたす場合には，「授業料延納願」を

経理課に提出し，相談してください。なお，用紙は経理課窓口に用意してあります。

学生 相談

学生生活を有意義に送るうえで，いろいろな障害や問題に出会うことがあると思います。その

ような時，どんな問題についてもあなたと共に考え，あなた自身が主体的に解決していくための

援助を惜しみません。家庭や下宿で一人悩み続ける前に，ちょっと勇気を出して学生課まで相談

においでください。なお，個人の秘密は固く守ります。

健康管理

健康を保持し，増進させていくことを目的に本部棟1階に医務室があります。怪我をしたとき，

体の調子が悪いときなど，遠慮なく利用してください。

I 定期健康診断

本学では毎年4月に定期健康診断(内科検診,X線検診，身体測定，検尿，聴覚）を実施し

ており，健康診断の結果，精密検査の必要な学生には，掲示により連絡いたします。

なお，健康診断を受けなかった場合には，健康診断書の交付ができないので，指定日に必ず

受診してください。止むを得ない理由により受診できなかった学生は，病院もしくは保健所等

の健康診断証明書を学生課に提出してください（この場合は自己負担となります)。

I1 遠隔地被扶養者証

医療機関を利用するとき，保険証が必要となりますので，自宅通学以外は在学証明書を自宅

に送り，遠隔地被扶養者証の発行を受け，常に携帯してください。
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111健康相談

健康上のことで悩んだり困ったことが生じた場合は気軽に相談に来てください。専門医やカ

ウンセラーも一緒に相談に応じます。

奨 学 制度

奨学制度には，日本育英会および地方自治体等の育英資金があり，学生課で取り扱っていま

す。

I 日本育英会

1．日本育英会は，日本育英法という法律によって設立された国の育英機関で，人物・学業と

もに特に優れかつ健康であって，経済的理由により修学に困難な学生に学資を貸与する制度です。

第一種奨学生は無利子貸与で月額は, 83, 000円です。第二種奨学生は，有利子貸与現在

1.7％）で月額は50, 000, 80, 000円, 100, 000円, 130, 000円の中から選択できます。

2．予約進学者

予約進学者は，指定日までに「進学届」および「住宅届」（自宅外通学者のみ）を学生課に提

出しなければなりません。期限までに日本育英会へ提出しないと，せっかくの資格を失うこと

になりますので十分注意してください。

3． 在学届の提出

高等学校在学中に日本育英会の奨学生であった者は，入学後直ちに「在学届」を学生課へ提

出してください。この届け出がないと大学在学中奨学金の返還が猶予されません。

4． 奨学金の支給と返還

奨学金の支給は，各個人名義銀行預金口座に日本育英会より直接振り込まれます。なお，登

録してある印鑑を紛失したときは，奨学金支給日以前に学生課に「改印届」を提出しなければ

なりません。ただし，年2回5月・11月に受領資格確認（押印）があります。これを怠ると奨

学金の支給を停止することがありますので，必ず受領資格確認を行なってください。

また，奨学金の返還は，大学卒業後一定の職業（教育職・研究職）に就職し，一定期間在職

した場合を除き，卒業後に必ず返還しなければなりません。

5．奨学生の成績について

奨学生の成績は，毎年大学側から日本育英会に報告された成績不良・単位不足者は，要注意

者とされ，留年した場合は，1年間奨学金の支給を停止されます。ただし，休学の場合はその

期間の奨学金の支給が停止され，退学するとその時点で貸与が終了となりますので，休学また

は退学する場合は，必ず学生課へ申し出てください。

1I 地方自治体等の奨学金

茨城県，新潟県，船橋市等の各都道府県または市長村の奨学金や交通遺児育英会等の奨学金

があります。ただし，これらの奨学金については，大学を通じて募集しないものがありますの

で，申し込む場合は早めに各窓口に問い合わせてください。
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m 留学生への奨学金

外国人留学生に対し，日本国際教育協会や平和中島財団等の奨学金があります。募集につい

ては，掲示しますので見逃さないようにしてください。

TA・WSP制度

l . Teaching Assistant授業料減免制度

大学院生がテイーチング・アシスタントとして，学部学生の授業補助にあたることができ

る制度であり，併せてその大学院生の奨学に資することを目的とした奨学制度です。

2. Work Study Program

大学院生が有給で教員の教育業務の補助にあたることができる制度であり，併せてその大

学院生の奨学に資することを目的としたプログラムです。

※申し込み，問い合わせ先は，本部棟学部事務室窓口まで。

住居関係

自宅から通学できない者は，通学可能なところに「住」を確保しなければなりません。「住」

は学生生活を充実させるために大切な条件です。大学では，通学に便利な環境で勉学条件にかな

ったところを紹介しています。詳しくは学生課に相談してください。

アルバイト

学生は学問に専念し，これを通じて人格形成につとめるべきで，アルバイトに多くの時間をさ

くことは決して好ましいことではありません。しかし，やむを得ないときは勉学にさしさわりの

ない仕事を選びましょう。

なお，求人については，学生課の掲示板で紹介しております。

施設・用具使用

本学の体育施設・教室は，正課授業および課外活動で使用していますが，時間の許す限り一般

学生にも開放しています。施設や用具を使用するときは，学生課で手続をしてください。

拾得･紛失｡盗難

学内で物品を拾得･紛失したときは，学生課に届け出て拾得届｡紛失届に必要事項を記入してく

ださい。拾得物は学生課前の拾得物ケースに保管してありますので，学生課に申し出てください。
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なお，

また，

盗難にあった場合は，速やかに学生課に届け出てください。

普段から盗難防止のために，各自の持ち物の保管・管理には十分注意してください。

忘 れ 物

学内での忘れ物が多いので，持ち物には必ず，学籍番号，氏名を記入してください。なお，忘

れ物は，拾得物ケースに保管してありますので，学生課に申し出てください。

捨得物ケースに溜まった品物については，年3回（7月，12月，2月）処分します。

学用バス

学生・教職員用に東京・蘇我・大網・成東・東金駅から大学迄，学用バスを運行しています。

平成11年4月より，大幅に増便されるとともに，成東便も新設され，非常に便利になりました。

大学周辺は，駐車禁止になっており，駐車場にも限りがありますので，できるだけバスを利用

するようにして下さい。

＊現金での乗車はできません。バス利用券を学生課の窓口で購入して下さい。

学用バス時刻表

［東 京 便］

東京駅発

7840

15630

[蘇 我 便］

蘇我駅発

8&25

8：35

10: 15

10: 25

14：05

14：10

16：20

16: 30

大学発

9: 20

9: 30

12: 50

13: 10

15：10

15：15

18 5 30

18：35

大学発

13: 10

18: 30

[大 網 便］

大綱駅発

9：05

10：35

12：45

14：25

15: 40

17：20

大学発

8: 30

9：45

12：15

13: 30

15：10

16: 50
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[成 東 便］

大学発

8845

10: 40

11: 40

13: 10

13r40

15: 10

大学発

15: 50

成東駅発

9: 05

11: 00

12？00

13：25

13：55

15: 25

東金駅発

16: 05

大学発

9：20

大綱駅発

9：55

東金駅発

10：15※（1便）

（2便）

（3便）

（4便）

（5便）

（6便）

大綱駅発

16：25

大学発

16：55

成東駅

17: 10※（7便）

[学用バス運賃表］

東京便 蘇我便 大綱便 成東便

運 賃（片道） 600円 200円 100円 100円

学用バス利用共通回数券 3,000円（33枚綴り）

2, 000円(22枚綴り）

※ 1便と7便については，大綱駅及び東金駅にも運行しますのでご利用下さい。

自動車通学

現在，交通事故は毎日のように発生し尊い命が奪われています。事故によって学生生活が阻害

され，修学が困難となることもあります。事故回避等からも自動車通学は見合わせてほしいもの

です。

ただし，止むを得ない事情により自動車通学をする者は，必ず駐車場（学外・有料）を利用し

て下さい。大学周辺道路の違法駐車は，地域住民が大変迷惑しますので，絶対駐車禁止です。

なお，学内への車の乗り入れも禁止します。

諸 届

I 住所変更届

本人・第一保証人・第二保証人の住所を変更したときは，所定の用紙がありますので記入のう

え，速やかに学生課に届け出てください。

I1 保証人変更届

家庭の都合で保証人が変わるときは，所定の用紙がありますので記入のうえ，速やかに学生課
に届け出てください。
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Ⅲ 身上異動届

本籍地・姓名を変更するときは，所定の用紙がありますので記入のうえ，速やかに学生課に届

け出てください。

Ⅳ 学生団体設立

学生が学内において団体を設立するときは，学生通則第5条を参照のうえ学生課に届け出てく

ださい。

そ の 他

I 大学への電話による問い合わせ（行事予定・休講・その他授業及び試験に関することなど）

には一切応じられません。必要あるときは必ず登校のうえ，掲示により確認するか事務室窓口

に問い合わせてください。

I1 大学の機関ではありませんが，学生の厚生援護を目的とする文部省の外郭団体に,<内外学

生センター〉があり，アルバイト，住まい紹介のほか，奨学援助，保健診療，厚生会館の運営，

管理及び外国人留学生の援助・内外学生の交流等の事業を行なっています。

（取扱時間） 平 日 9:30～11:30 13:00～16: 00

体 日 土曜，日曜，祝日，年末年始，創立記念日（7月1日）

［東京学生生活相談所］ 諺161-0034東京都新宿区上落合1-好1(西武新宿線 下落合駅前）
（アルバイト，特別相談，短期貸付等の業務） 丑03-3951-9101

：アルバイトの無料紹介 恋03-3951-9105

：特 別 相 談 遍03-3951-9105

：短 期 貸 付 恋03-3951-9105

：留学生相談コーナー 冠03-3951-9103

［東京学生住宅相談所] "160-0004東京都新宿区四谷1-21 (JR四ツ谷駅 四ツ谷口3分）
（宿舎の紹介，特別相談等住まいの業務) a03-3359-0633

：宿 舎 の 紹 介 a03-3359- 063｣

：特 別 相 談 壷03-3359- 0631

:F AX 番 号 冠03-3359- 5997
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諸願。届一覧

種 類 摘 要 用紙配布窓口 提 出 先

休
復
退

学
学
学

願
願
願

事由が発生したとき，速やかに学部事務室

で相談の上，手続きすること

学部事務室 学部事務室

欠 席 届 やむを得ぬ事情で授業や試験を欠席したと

き

学部事務室 担当教員

(学部事務室）

転 部 願 学部事務室 学部事務室

住 所 変 更 届 本人又は父母，第2保証人の住所を変更し

たとき

学 生 課 学 生 課

｜ ’ ’

保証人変更届 保証人が変わるとき 学 生 課 学 生 課

身 上 異 動 届 本籍地異動・改姓名等があったとき 学 生 課 学 生 課

紛
拾

盗

失
得
難

届
届
届

事由が発生したとき 学 生 課 学 生 課

施設・用具

使用願

大学の施設・用具を使用したいとき 学 生 課 学 生 課
’

1 1 1

学生団体登録届 提示により指示する（5月） 学 生 課 学 生 課

団体設立許可願 顧問教員が必要 学 生 課 学 生 課

授業料延納願 やむを得ぬ事情で，授業料の納入がおくれ

るとき

経 理 課 経 理 課

授業料負担者

変更届

授業料負担者が変わるとき 経 理 課 経 理 課
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学生通則

本学学生に関する規定は関連法令に記載されたもののほか，この通則に定めるところに

よる。

学生は入学前に提出した個人調査票・学生個人別カードの記載事項に変更があったとき

は，そのつど速やかに学生課に届け出なければならない。

学生は学生証の交付を受け，必ずこれを携帯し，本学教職員より提示を求められた場合

は，いつでもこれを提示しなければならない。

学生証は毎年学年始めに交付する。なお，2年生以上については，前年度の学生証と引

き換えとなる。

学生証を紛失したときは，直ちに学生課に届け出て再発行を受けなければならない。

学生証の所持資格を失ったときは，直ちにこれを返納しなければならない。

学生は，毎年1回本学施行の健康診断を受けなければならない。

学生が学内で団体を結成しようとするときは，代表者と顧問教員（本学専任教員）を定

め，所定の様式に従い，代表者および顧問教員が連署・押印をもって学生部長を経て学

長の許可を得なければならない。

許可された団体は，毎年5月末日までに団体名簿を学生部長に提出しなければならない。

提出のないときは解散したものとみなす。

本学において，政治的または思想的団体の下部組織と認められるものを組織してはなら

ない。また，学外においても大学名を使用して，政治的思想的団体の下部組織と認めら

れるものを組織してはならない。

学生団体が学外団体に参加しようとするとき，または学外において本学名を使用して団

体活動をしようとするときは，代表者および顧問教員の連署・押印をもって学生部長を

経て学長の許可を得なければならない。

学生団体が学内諸規則に違背したと認められたときは，活動停止または解散を命ずる。

学生が学内において集会を開こうとするときは，代表者はその7日前までに所定の様式

に従い，学生部長に届け出て許可を得なければならない。

なお，集会の終了後その結果について学生部長に報告するものとする。

前項の集会は，午前9時から後5時までの間とする。

学生が学内外において文苔の配布及び掲示をするときは，その責任者氏名を記載した文

書を提示し，所定の様式に従い学生部長の許可を得なければならない。

前項の掲示は，本学所定の掲示板に掲示するものとし，その掲示期間は1週間以内とす

る。

学生が学内において世論調査，署名運動，投票及び寄付募集など，本学教職員，学生，

外来者等を対象とする行為をしようとするときは，あらかじめ学生部長を経て学長の許

第1条

第2条

第3条

2

３
４
条

条
４

５

第
第

2

第6条

第7条

条
条

８
９

第
第

2

第10条

2

第11条
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可を得なければならない。

2前項に定める行為の責任者は，その行為実施に関しては学生部長の指示に従うとともに

その結果を報告しなければならない。

付 則

この規則は平成6年4月1日から適用する。



院生研究進行予定

|院生研究進行予定
唖，

才
■
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人文科学研究科博士課程 院生研究進行予定表

年 月 内 容 及 び 諸 注 意

希望する指導教員3名を申請。

○「比較文化」または「比較ジェンダー論」研究指導担当教員1名を含むこと。

審査の上，結果を通知する。学生は，主たる研究指導教員の「研究指導」を
3年間続けて履修しなければならない。「研究指導」は3年間を通じて12単

位と認定される。なお, JEAP留学（原則として第3年次までは1年以内）

の際は特別措置が適用される予定。

「研究計画書」3部を希望する指導教員に提出。

○日本文の場合は400字詰原稿用紙10枚～15枚程度。英文の場合はA4判ダブ

ルスペース5枚～7枚程度。書式は自由だが，次の項目は必ず含んでいなけ

ればならない。

1． 研究主題とその具体的内容（修士論文との関連を含む)。

2． 方法論についての見通し。

3．資料・参考文献収集についての実績と見通し。

履修登録

○「研究指導」は必ず登録すること。この登録により，3年間有効となる。他

の科目の登録は，2年次，3年次でも行える。

T、A, WSP出願（希望者のみ）

○所定の用紙により，願書に主たる指導教員の推薦状を添えて出願。

4月

第

1

年
研究計画発表会

○必ず出席・発表し，指導を受けること。

○発表は前記の「研究計画書」に基づいて行うこと。

第1回研究中間発表会

○必ず出席・発表し，指導を受けること。以下同じ。

○発表内容は，修士論文の一部をさらに掘り下げ，展開したものでもよい。研

究テーマを変えた者は新稿とする。いずれの場合も博士論文の一部の草稿に

ふさわしいものであること。

○分量は日本文の場合, 400字詰原稿用紙30枚～50枚程度。英文の場合はA4

判ダブルスペース20枚～30枚程度。レジュメ・原稿をあらかじめ提出する。

第1回「論文作成計画割及び第1回「年次研究報告書」提出。

○「論文作成計画書」は，「研究計画発表会」「研究中間発表会」の成果等を取

り入れ，「研究計画書」をより具体化したものであること。

○日本文の場合は400字詰原稿用紙20枚～30枚程度。英文の場合はA4判ダブ

ルスペース10枚～15枚程度。書式は自由だが，次の項目は必ず含んでいなけ

ればならない。

1． 研究主題の分節化

2． 方法論についての概要

3． 先行研究についての批判

4． 資料・参考文献の目録

6月

次

10月

2月
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年 月 内 容 及 び 諸 注

音心

2月 ○論文の主題に大きな変更が生じた場合は，必ず指導教員の承認を受けなけれ

ばならない。また，「研究指導」を担当する主たる指導教員を変更する場合

は，その理由を明記した上で，新しいテーマに基づいた「論文作成計画書」

を提出しなければならない。

○「年次研究報告書」は「研究中間発表会」の成果等を取り入れ，さらに進展

を図ったものであること。

○「年次研究報告書」は学会誌等に発表した論文（抜刷）をもって代えてもよ

い。分量は400字詰原稿用紙30枚～50枚程度。英文の場合はA4判ダブルス

ペース20枚～30枚程度。

○「年次研究報告割の提出をもって4単位と認定されることはない。

履修登録

T.A, WSP出願（希望者のみ。継続希望を含む）

○所定の願書により，主たる指導教員の推薦状を添えて出願。

第
１
年

次

4月

第 6月

○「論文作成計画」に基づく研究発表。第1回「年次研究報告書」に基づき，
2 これを深めたものでもよい。その他の要領は第1回に同じ。

博士論文提出資格予備試験

年

力を確認するための筆答及び口述試験。不合格となった者には，10月に再試験
次

10月

○第2回「研究中間発表」以後の研究の進展を発表する。その他の要領は第1
回に同じ。

｜｜博士論文提出資格予備試験(再試験）
2月

’○要領は第1回に同じ。なお論文題目。内容の変更は認められるが,在学年限
等の条件変更が伴うことがある。また「論文作成計画書」の枚数は，第1回

より多く，日本文の場合400字詰原稿用紙100枚程度，英文の場合はA4判ダ

ブルスペース50枚～60枚程度とする。

4月

T､A，WSP出願（希望者のみ。継続希望を含む）第
３
年

次

6月

○第2回「年次研究報告書」に基づき，これを進展させたものを発表してもよ

い。また次項の「博士論文提出資格審査用論文概要」の一部でもよい。その

他の要領は第1回に同じ。

｢博士論文提出資格申請書」提出
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内 容 及 び 諸 注 言
〃凸、年 月

○「博士論文提出資格申請書」は次の3点から成る。

1．「博士論文提出資格申請書」（所定の用紙）1部

2．「博士論文提出資格審査用論文概要」3部

3．「博士論文提出資格審査用論文概要要旨」3部

○「博士論文提出資格審査用論文概要」の枚数は，日本文の場合は400字詰原

稿用紙300枚，英文の場合はA4判ダブルスペース180枚程度を目安とする

（ただし指導教員の判断によって適宜増減できる)。

○「博士論文提出資格審査用論文概要要旨」の枚数は，日本文の場合は400字
詰原稿用紙30枚程度，英文の場合はA4判ダブルスペース20枚程度とする。

○上記の「博士論文提出資格審査用論文概要」は，博士論文そのものではない

が，院生が博士論文を実際に完成できるかどうかを，指導教員が判定できる
だけの内容を備えたものでなければならない。また，次 の各項目を必ず含

んでいなければならない。

1． 論文作成の進行状況と今後の見通し

2． 論文全体の章・節。及び見出しを含む詳細な目次

3 各章・節の内容についての要旨

4．参考文献及び資料の目録

○上記「博士論文提出資格申請書」については，指導教員・研究科委員会・学

長の審査を経て判定結果が通知される。

○審査に当たっては，口述試問を行うことがある。

○審査の結果，承認された資格の有効期限は，博士課程在学中及び3年間の

「研究指導」を含む所定の単位取得退学後3年間とする。

○「博士論文提出資格申請害」が承認されず，論文提出資格を得られなかった

場合は，最短で半年後の再提出を認める。

○「博士論文提出資格申請書」がいったん承認された後，論文構想に大きな変

化が生じた場合は，最短半年後に改めて提出し，審査を受けるものとする。

○6月に「博士論文提出資格申請書」を提出できなかった場合も，最短半年後

の提出が認められる。

○「博士論文提出資格申請書」の最終提出期限は，博士課程退学以前とする

（学則により，在学年限は6年である)。院生がこの申請書を提出しないま

ま退学した場合は，以後の課程博士論文の提出は認められない。

6月

第

3

句

次

博士論文要旨発表会

○発表者は，博士論文提出資格を得たものに限る。

○発表内容は「博士論文提出資格審査用論文概要要旨」を使用することができ

る。

博士論文提出

○論文及び「論文要旨」各3部とともに「学位論文審査申請書」1部を添えて

所定の期日に提出すること。

○論文の枚数に特に制限はないが，6月に提出した「博士論文提出資格審査用

論文概要」以上の分量とする。

10月

12月
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年 月 内 容 及 び 諸 注 意

○「論文要旨」の枚数は，日本文の場合は400字詰原稿用紙30枚程度，英文の

場合はA4判ダブルスペース20枚程度とする。

○博士論文の審査と最終試験は，論文受理後3ケ月以内に行う。審査には学外

の審査員を加えることがある。

○12月に博士論文を提出できなかった場合は，半年毎に提出の機会が与えられ
る。

○12月に博士論文を提出しなかった者，また第3年次で博士論文を提出せずに

退学する者は，第3年次の「研究年次報告書」を提出して3年間の「研究指

導」の評価を受けなければならない。

学位記授与

○論文審査・最終試験に合格した者に対して，博士（比較文化）の学位が授与
される。

○学位を授与された者は，博士論文を印刷公刊する義務がある。

12月

第
３
年

次

3月

〔注意〕後期入学者は，原則として該当する月を半年遅れで読み替えるものとする。
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人文科学研究科・経営情報学研究科 修士課程 院生研究進行予定表

内 容 及 び 諸 注 意年 月

「研究計画課」提出

○希望する指導教員1名を申請し，同時に「研究計画書」（所定の用紙による）

を提出する。

○「研究計画書」の提出に当っては，指導教員の十分な指導を受け，研究の確

実な進展を期すること。

履修登録

○2年次生と1年次生では「演習」の単位数，履修条件が異なるので注意する

こと。2年次生には，1年次に引き続き指導教員の「演習」の聴講を認める

が，単位とはならない。

○修士論文の作成指導は指導教員の「演習」を中心に行われる。1年次生はこ

の科目を必ず登録すること。

○指導教員の指導により，履修科目，指導のスケジュール等を打合せること。

学部の科目で研究に必要な科目，教職関連科目等は，学部の科目等履修生と

して履修することができる。

T.A, WSP出願（希望者のみ）

○所定の用紙により，願書に指導教員の推薦状を添えて出願する。

J EAP留学計画

○指導教員と十分相談すること。

4月

第

「研究計画」発表会

○必ず出席・発表し，指導を受けること。発表内容は，4月に提出した「研究
計画書」を，その後の指導教員の指導によって展開したものであること。

○日本文の場合は400字詰原稿用紙10枚程度。英文の場合はA4判ダブルスペ

ース5枚程度。書式は自由だが，次の項目を含めること。

1． 研究主題とその具体的内容（卒業論文等との関連を含む)。

2． 方法論についての見通し。

3．資料・参考文献収集についての実績と見通し。

○原稿1部を事前に学部事務室に提出すること。

第1回研究中間発表会

○必ず出席・発表し，指導を受けること。以下同じ。

○発表内容は，卒業論文の一部をさらに掘り下げ，展開したものでもよい。研

究テーマを変えた者は新稿とする。いずれの場合も修士論文の一部の草稿に

ふさわしいものであること。また，自己の研究計画の中での位置づけを明確

にすること。

○分量は日本文の場合, 400字詰原稿用紙20枚～30枚程度。英文の場合はA4

判ダブルスペース10枚～15枚程度。レジュメ・原稿をあらかじめ学部事務室

に提出すること。

6月

1

年

次

10月

12月

○「論文作成計画書」は，「研究計画発表会」「研究中間発表会」の成果等を取

り入れ，「研究計画書」をより具体化したものであること。
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年 内 容 及 び 諸 注月 意

○日本文の場合は400字詰原稿用紙20枚～30枚程度。英文の場合はA4判ダブ

ルスペース10枚～15枚程度。書式は自由だが，次の項目の概要は必ず含んで

いなければならない。

1． 研究主題の分節化

2．方法論についての概要

3． 先行研究についての批判

4．資料・参考文献の目録

○研究テーマまたは指導教員を変更する場合は，その理由を明記した上で,「論

文作成計画変更届」及び新しいテーマに基づいた「論文作成計画書」を提出

すること。

12月

第

1

年

論文作成計画発表会

○この発表会の成果に基づき，修士論文の主査教員1名，副査教員2名が決定

される。

○これ以後の研究テーマ及び論文作成計画の大幅な変更は，原則として認めら

れない。例外的に認められる場合も，在学年限の延長が条件となる場合があ

るので，十分注意すること。

2月
次

履修登録

T.A, WSP出願（希望者のみ。継続希望を含む）

○所定の用紙により，願書に指導教員の推薦状を添えて出願。

4月

第2回研究中間発表会

○「論文作成計画書」に基づいて研究の進展を示した，修士論文の一部として

ふさわしい内容をがあり，自己の研究計画の中の位置づけが明確なものであ

ること。分量は第1回に同じ。

6月

第 10月 ｢修士論文概要」発表会

○上記の「修士論文概要」は，修士論文そのものではないが，院生が修士論文

を実際に完成できるかどうかを，指導教員が判定できるだけの内容を備えた

ものでなければならない。また，次の各項目を必ず含んでいなければならな

い。

1． 論文作成の進行状況と今後の見通し

2． 論文全体の章・節。及び見出しを含む目次

3． 各章・節の内容についての要旨

4． 参考文献及び資料の目録

○日本文の場合は400字詰原稿用紙30枚～50枚程度。英文の場合はA4判ダブ

ルスペース15枚～20枚程度。

○この発表会で，修士論文の完成が見込めないと判定された院生に対しては，

指導教員は修士論文の提出を少なくとも半年後に延期するよう勧告する。院

生がその後の努力により修士論文を完成させ提出した場合は，論文審査・最

終試験の対象とはするが，論文の完成度が低い場合は不合格とし，最終試験

も行わない。

2

年

次
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年 内 容 及 び 諸 注 意月

修士論文提出

○提出時期は1月初旬の所定の日とする。

○枚数は，日本文の場合は400字詰原稿用紙100枚以上，英文の場合はA4判ダ

ブルスペース60枚以上。ただし参考文献目録・資料目録等はこの枚数には含

めない。

○論文の提出部数は3部とする。

○論文とともに「学位論文審査願」1部を併せて提出する。

最終試験

○最終試験は原則として主査・副査による口述試験とするが，筆答試験を行う

こともある。

学位記授与

○論文審査・最終試験に合格した院生に対して，修士の学位（国際文化または

女性学）が授与される。

1月

第

2

年
2月

次

3月

〔注意〕後期入学者は，原則として該当する月を半年遅れで読み替えるものとする。
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証明書センター

証明書センターは，本部棟一階の事務室内の学生課に置き，各種証明書の受付・発行を取り扱

っています。発行する証明書の種類と手数料については，次頁の「証明書発行一覧（別表)｣を参

照してください。

証明書の申し込みおよび発行について

1． 証明書を必要とする者は，所定の交付願用紙に必要事項を記入し，手数料（別表）として

証紙を購入し証明書センターに申し込みをしてください。

2．証明書の交付は，原則として，申し込み日から2日後の午後以降となります。また，証明

書の有効期間は，3か月です。

3．証明書の交付を受けるときは必ず学生証を提示してください。学生証の提示のない場合は

原則として交付できません。

4 何らかの都合で本人が証明書を受け取れない場合は，代理人に代えることができます。そ

の場合は，申込者の学生証または，委任状を提示してください。

5． 電話および郵送による証明書の申込みは，原則として受け付けません。

学生旅客運賃割引証（学割証）についての注意

’・学割証は，片道の区間内において, 1011<mを超え，帰省等で利用する場合に使用すること

ができます。(JR各社のみ）

なお’15名以上の団体で旅行する場合は，団体割引が利用できます。

2．学割証は，1回の交付で2枚までとし，年間10枚まで発行することができます。（運輸省

規定）

3． 他人名義のものや記入事項を勝手に書き換えて使用すると，本人が処罰されることはもち

ろん，大学全体の学割証発行停止処分を受けてしまいますので，使用には注意して下さい。

通学定期について

電車の通学定期は，最寄の定期券発売駅の窓口に学生証を提示して購入できます。

ただし，バスの場合は，通学証明書（証明書センター発行）を添えて購入して下さい。
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証明書発行一覧（別表）

種 類 手数料 交付期間 ’ 受付および発行

在 学 証 明 書 100円 2日後 証明書センター

成 績 証 明 書 〃 〃 〃

卒業(見込)証明書 ﾉノ 〃 〃

健康診断証明書 ﾉノ 〃 ﾉノ

奨学金証明書 〃 〃 〃

資 格 証 明 書 〃 〃 〃

推 薦 書（進学用） 5日後〃 〃

推 薦 書（就職用） 就 職 課〃 〃

調 査 書（進学用） 証明書センター〃 〃

調 査 書（就職用） 就 職 課7日後〃

英 文 証 明 書 500円 証明書センター〃

学 生 証（再発行） 2日後〃 〃

学 割 訂 無 料 〃 〃

通 学 証 明 書 即時〃 〃
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図 書 館

大学図書館とは

大学図書館は，その大学に所属する学生・教職員に対して，教育および学術研究の面で利用サ

ービスを行うことをその基本的な使命としています。

本学図書館は，教育，研究用の図書・雑誌などの資料の収集，整理（目録の作成等）および貸

出，参考業務（求める資料および情報の入手方法の手助け）等を行い，またこれらの業務を行う

ための諸施設を備えています。

図書館の利用にあたって

蔵 書 数 約85, 000冊

利用資格 学生，教職員，その他図書館長が許可した者

開館時間 9:30～18:00 (土曜日9:30～17 : 00)

体 館 日 日曜日・祝祭日・本学創立記念日（4月28日）・毎月の第1月曜日

※夏期・冬期・春期休暇中の休館，その他臨時の休館等は，そのつど掲示板等に案

内を出します。

※図書館を利用する場合は，学生証を必ずお持ちください。

館外貸出と手続き

図書館資料を館外で利用する場合は，すべて受付カウンターで貸出・返却・延長手続きが必要

です。禁帯出図書・参考図書等の図書は，館外貸出しはできませんので図書館内で利用して下さ

い。

1． 貸出冊数および貸出期間

大学院生…………･……･…･……6冊2週間以内

2． 貸出手続き

図書館の図書を館外に借り出すには，貸出を希望する図書と学生証を受付カウンターへ提

出して，必要な手続きをしてください。

誤って，手続きをしないで図書を持ちだそうとした場合は，理由の如何に関わらず，所定

の手続きが必要になりますから，充分注意してください。

また，貸出期間中であっても貸出図書を他人に貸与することはできません。
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3． 返却手続き

必ず返却期限内に図書をお返しください。（閉．休館時はブックポストヘ返却することが

できます｡）

4． 貸出期間の延長

図書を引続き借りたいときは，返却期限内に受付カウンターへ図書を持参して手続きをし

てください。貸出予約されている場合や試験期間中などの場合を除き，1回だけ更新できま

す。また，貸出期間中であっても，館長が特に必要と認め，返還を求めたときは，直ちに返

還しなければなりません。

5． 返却期限超過

期限までに理由なく図書を返却しない時は，場合によっては貸出冊数を減らしたり，図書

館の利用ができなくなる場合もありますので注意してください。

6．図書の破損・紛失

理由の如何にかかわらず，利用者が図書を破損・紛失した時は弁償していただきます。

7． 注意事項

1） 図書館の資料は大切に扱い，書き込み・破損等はしないでください。

2） 館内では静粛にし，飲食・喫煙はしないでください。

3） 許可なく，集会や，印刷物の配布，貼紙等はしないでください。

4） 所持品は各自で責任をもち，貴重品は常に携帯してください。

5）その他，他人に迷惑をかける行為等，図書館に関する秩序については図書館員の指示に

従ってください。
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図書館内閲覧席および書架配置図
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図書の配置

日本十進分類法（和書，洋書）
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情報科学研究センター利用案内

情報科学研究センターは,A棟2階の円形の電算教室(A204)の隣にあり，教員の研究利用，

授業・ゼミ生や一般学生の教育利用，および職員による事務処理のための共同利用施設です。

3つの電算教室は，利用時間内ならいつでも自由に利用できる，オープン方式を採用していま

すので，授業以外の空き時間は自由に利用できます。

ただし, B206教室は開放時間が指定されていますので注意してください。

1． 設 備

インターネット用ワークステーション 4台

教育用パソコン 電算教室1 (A204) 51台

電算教室2 (A205) 10台

電算教室3 (B206) 51台

多目的教室 ( C 104) 18台

院生パソコン室(G301) 10台

院生情報演習室(G307) 6台

研究用パソコン 教員研究室 98台

事務用パソコン 14台

情報コンセント 教員研究室，教室，セミナー室，学生ホール

主なソフトウエア

MS-Office,一太郎, Loms l-2-3, Visual Basic, COBOL85, Photoshop, Illustrator,

Director, PCA会計, FORTRAN 90,日本語実践

2

3． 利 用 時 間

9:00～17:00 (土曜日9:00～15: 00)

利用上の注意

(1)電算教室内は飲食厳禁です。

(2)フロッピーディスクは，各自で用意してください。

(3)無断でシステムの設定変更をしないでください。

(4)連絡事項等は，センター前の掲示板で案内します。

(5)その他，他人に迷惑をかける行為は慎しみ，電算教室内に関する秩序等については,セン

ター職員の指示に従ってください。

4

5． 講 習 会

情報科学研究センターでは，1人でも多くの学生にコンピュータの知識およびその利用技術
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を修得してもらうために，講習会を開催しています。

6． 学生サポート制度

「コンピュータ演習」や「プログラミング演習」の授業において，学生が先生の補助をして

います｡ 詳しくはセンターへお問い合わせください。

7． 情報科学研究センター配置図

B棟2 F

PC 10台

剛
■ ■ 一丁一一駈藏所便

便

B 206

電算教室3

PC5 1台
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大学院パソコン室利用案内

l. 平日（月曜日～土曜日）の使用

原則として，午前9時から午後5時までとします。やむを得ず延長する場合には，午後5時

までに「施設使用願」を情報科学研究センター事務室に提出してください。最長午後7時まで

とします。

2．日曜日及び休日の使用

原則として閉室とするが，教育・研究上において，やむを得ず使用を希望する学生は，事

前に「施設使用願」を提出し，許可を得てください。

3． 使用上の注意事項

（1）室内での飲食は禁止いたします。

（2）無断でシステムを変更しないでください。

（3）平日の午後5時以降に万一事故が発生した場合は，学部事務室（内線1162）及び守衛室

（内線1106)に連絡してください。休日及び祝日の場合は，守衛室（内線1106)に連絡して

ください。

（4）連絡事項については，情報科学研究センター事務室前の掲示板により，連絡いたします。
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国際文化教育センター

学校法人城西大学国際文化教育センターは，広く国際的な視野の下で物事を考え，行動するこ

とのできる人間の育成という，本学の理念を具体化するための研究と教育を目的として，1985年

4月に創設されました。

このセンターは，今日の世界と日本との相互認識と理解を深めるため，日本文化を中心に，ヨ

ーロッパ・アメリカおよびアジア・アフリカ文化の個別性と関連性を把握する学際的な比較文化

研究を行うこと，それを通じて人権の平等の進展に寄与すること，また女性の社会的な平等の実

現のために必要な資料の収集・充実をはかることなどを目的としています。

これらの目的を達成するためにセンターでは海外の大学との提携による教員・研究者・学生の

研修や，留学生の積極的な受入れなどを拡充していく機関として広範な活動を行っています。

初代センター所長には，学校法人城西大学の常務理事であり，本学の学長である人文学部の水

田宗子教授が就任しました。水田教授は1961年，東京都立大学大学院英米文学科修士課程在学中，

フルブライト奨学生としてイエール大学大学院に留学，1970年同大学で博士号を取得，以後メリ

ーマウント大学，スクリプス大学，南カリフォルニア大学などで比較文学の研究と教育にあたっ

てきました。その20年にわたる在米経験から，日本に関心のある諸外国の人々が日本文化と社会

を理解するのに役立つために英文誌REV正WOF JAPANESE CULTURE AND SOCIETY

の発行を企画し，創刊号を1986年に刊行しました。以下がその内容（日本語による目次）です。

創刊号／特集･日本および日本人論

坂口 安吾 堕落論（1946）

きだみのる 気違い部落周海紀行（1946）

加藤 周一 日本文化の雑種性（1955）

梅棹 忠夫 生態史観から見た日本(1957)

作田 啓一 恥の文化再考（1964）

司馬遼太郎 手堀り日本史（1972）

米山 俊直 日本人の仲間意識（1976）

井上 忠司 「世間体」の構造(1977)

加藤 秀俊 習俗の社会学（1977）

河合 隼雄 「古事記」神話における中空構造(1980)

鹿野 政直 戦前・「家」の思想（1983）

畠 弘巳／ユートピアとしての「中根千枝／日本タテ社会」論（1985）
W・スミス

谷川 健一 常世論・日本人の魂のゆくえ(1983)

富岡多恵子 短編小説「時間割」
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第二号／特集・日米経済摩擦

青木 保（大阪大学教授） 文化の否定性

三重 野康（日本銀行副総裁） 国際化する経済と金融政策

大場 智満（国際金融情報センター理事長）通過問題の行方

糖澤 和夫（経団連常務理事） 日米経済摩擦の現在と将来

黒澤 洋（日本興業銀行副頭取） 銀行家の目から見た国際金融の諸問題

長岡 責（元大蔵省事務次官） 財政再建問題と経済摩擦

増田みず子（作家） 一人暮らし

第三号／特集。Women and the Family『女性と家脚

第三号では日本の女性が現在変容されつつある日本の家族とどういう関係をもっているかを調

べて，比較のためにアメリカでの女性と家族の状況を紹介する論文も掲載しています。本号に掲

載されたものは学校法人城西大学国際文化教育センターとスタンフォード大学女性・ジェンダー

研究所が主催した第一回環太平洋女性学会議〔テーマ＝女性と家族〕（1989年3月28日から30日ま

で）で発表された論文から選ばれました。

水田 宗子（城西大学国際文化教育センター所長)／女性と家族の現在－序にかえて－

上野千鶴子（京都精華大学助教授)／変貌する資本制と家父長制

一日本の女性，最近の20年一

シルヴィア･J・ヤナギサコ（スタンフォード大学準教授)/ジェンダーと家族の変容

一日系一世と二世家族をモデルに－

落合恵美子（同志社大学講師)／近代家族と日本の文化一日本的母子関係を解き口に－

高橋 道子（東京学芸大学助教授)／働く母親と家族 一子供にとっての母親像一

星野 澄子（国学院大学講師)／いま，なぜ「夫婦別姓」なのか

－さまざまな生の選択に向けて－

芦沢茂澄子（高齢化社会をよくする女性の会)／高齢化する社会と親子・夫婦関係

一生き方の模索と変化一

ミリアム.M・ジョンソン（オレゴン大学教授)／アメリカの家族，愛・結婚．セックス

ーどう変わったか？－

藤枝澪子（京都精華大学教授)／日本における「性的暴力」と離婚

一女性にたいする暴力とはなにか一

マリリン.ヤロム（スタンフォード大学女性研究所主任研究員)／近親姦一一アメリカに

おける状況 一被害者とセラピーの記録一

シンポジウム「女性と家族：ポストファミリーの実験｣／富岡多恵子（作家)，上野千鶴

子，水田宗子，ミリアム｡M･ジョンソン，マイラ｡H･ストローバ（スタンフォード大

学助教授）
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第四号／特集｡ women's Self-Representation and Culture

第四号では，父権社会の文化の中で，女性達が女性の自己表現について，葛藤し苦闘して，か

ち得た成果を確認すると共に，ポスト産業社会の背景の意味を再考し，女性の文化と表現の可能

性について論議した「第二回環太平洋女性学会議〔テーマ＝女性の自己表現と文化)｣ (1991年3

月28日から30日まで）の内容を特集しました｡原文のまま目次を掲げます。

Women on the Job : Work Life or

Real Life？

Authentic Self-Representation and

the Temptations of lrony in Recent

Australian Migrant (non Anglo-

Celtic) Women'sWriting
The Narcissism of Female

Representation and the Professio-
nal Writer

New lmages of Women in Modern

Chinese Poetry: The Feminist Poe-
tic of Xia Yu

Female Lifewriting : A Western

Perspective

Coming on Her Own into Her

Country

Women and Film in lnternational

Perspective:Where Are We？
Where Do We Go？

Narrative in the (Dis) Service of

Identity

A Life-Size Mirror: Women's Self-

Representation in Girl's Comics
Womanwatch: Pioneering Feminist

Broadcasting in the Philippines

Symposium - Women's Culture:

Postmodern Expressions
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Ⅳりγ娩0〃だ況如
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Poetry
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Little Planet

Pantoun for Chinese Women

Bliss

Dreamweavers

Sprouts

Fiction

M"α"o06tz Birdsong
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第五号yNature and Selfhood in Japanese Literature

l992年夏，カナダのブリティッシュ・コロンビア大学との共催によりカナダのバンクーバーで

開催された国際会議，「日本文学における自我と自然」における講演内容から収録したものです。

古典から現代に至る日本文学の諸作品を深く読み解き，そこに流れる世界感を探りだし，自然

が日本文学において如何に大きな影響と感動を与えているかを考えるこの会議では多くの成果が

ありました。

Szzsz"" " Mz""is"

ﾉbs"z"z S Mosjo"

zb〃Goosse"

Language and Nature

Self and Landscape in KagerO Nikki

Connecting Rhythms : Nature and Selfhood in

Shiga Naoya's Reconcilation and A Dark's

Night's Passing

Nature and Self in Modern Japanese Poetry:

Hagiwara Sakutar5, Ito Shizuo, and Miyoshi

Tatsuj i

Marginal Arcadias ; 0e KenzaburO's Pastoral

and Antipastoral

Symbiosis and Renewal : Transformations of

the Forest World of Oba Minako

Zbs〃た0KMsﾙﾉ故Z

S"sα”ノⅣ”"γ

Ⅳb7瀧0〃た""

Fiction

Sﾉ"7'5 """〃""Z""
TIzgho 7b"zio"a

The Shore of Low Tide

Hatsumukashi

第六号:/Reexaminationof Modern Subjectivity in Japanese Fiction
（近代日本文学における「私」の再考）

1992年にニューヨークで開催された学会における発表をもとに，言語とセルフ・イメージ，私

小説とモデル小説，狂気などの検討や，女性作家の作品を当時の男性作家への批判的反応として

読み直す試みなど，明治以降の日本近代文学の特徴的概念である「私」について再考を加えた論

文集。

客員編集長＝関根英二（米国パーデュー大学／比較文学）

し叱陀z" nz"Izs" The Vernacular Movement (言文一致運動）

in Japan and the Formation of Selfhood

In the Scopic Regime of Discovery : Ishikawa

Takuboku's ROmaji Nikki and the Gendered

Premise of Self-Identity

Salvation from a Barren Paternity : The

Concept of Masculinity and KDda Rohan's

Writings

Mori Ogai : Subjectivity, Historical Change,

and their Proper Language

Shimizu Shikin's G!The Broken Ring'' :

A Narative of Female Awakening

C〃αγﾉtzsSXI720zfye
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Modernity and Madness : Lu Xun, SOseki, and
Irokawa Takehiro

艶〃"gE"

Fiction

n"sM"" YW"0 Water's Edge

第七号/Philosophical Perspectives from Japan and the West

l994年6月に城西大学にて開催された国際シンポジウム「多元化する世界とコミュニケーショ

ン」における発表をもとに編集。国際化の時代において考え方が多元化されていくなかで，他者

との交流のあり方を西洋と日本の哲学的観点から考察した論文集。

Foreword

Introductio n

The Retrieval of the Democratic Ethos

Orikuchi Shinobu and the Song of Life :

The Ancient Japanese View of
Communication

The Possibility of Critique

in a Multi-Cultural World

Community and the Law of Return :

Between Ethics and the Question of Being

The Criticism of Science and its Assimilation

in Modern Japanese Thought :

Phenomenology and Science in the Work

of Watsuji Tetsuro

〃た況虹Nbγjﾙo

nz"Zb”‘

Ric"7t〃Be7'"s彪加
T""g" Szwzio

〃たzz"" "fzsKz"硴0

Z"”"as〃亜おzり北Z

馳加YIzs"ん""'

Fiction

”0ガハ"α” Thorn

第八号／特集・アジア女性をめぐる文化と社会の変容

1996年9月に城西国際大学にて開催された「第2回日中女性学会議：アジア女性をめぐる文化

と社会の変容～日本と中国を中心に考える～」で発表された論文を10編と，ラウンド・テーブル・

ディスカッションの記録などを収録しています。

Foreword

Introduction : We Come Together as Speak Out

-Deconstructing Sexism in Culture and in

Social lnstitutions

Keynote Speech : 0n the History of Asian

Women Exchanges

Round-Table Discussion : Asian Women Change

Their Culture and Society
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Women and Culture

Lzz Z,i Nukata no Okimi : A Bright Star in the History

of Waka- The Poems and the Poet

Chinese Women's Literature Since l995

Japanese Film and Women : The Works of

Mizoguchi Kenji and Naruse Mikio

Women Disguised as Men : Longing for the

PastmChinese Cinema

The Polarized World at the End of Fascism : An

Examination of Hirabayashi Taiko's BZ加d

a""ese SoZdiers

X〃K"”

KIz"流"zz"nMasα〃0

X"2 KK""0

Kb7極Rz‘"2娩0

Women and Society

Zrtz"H@ Migration of Labor Force from Rural Areas

and Women in China

Women's Working in Postwar Japan : The

M -Pattern and the Gender Differentiation of

Occupations and Labor Markets

Reform and Liberalization Policies and the

Reemployment of Urban Female Labor

Female Education : A Comparative Study of

India and China

Working Women and Child-Rearing in the

Village

“ん"”αCﾉ2勉勿℃

me" """

Mz7Zg Xitzo""

[ﾉひzzwziA玲加

Fiction

Ozα〃〃此わ” The Cricket Girl

第九号／ジェンダー，コロニアリズム，テクノロジーと“開発”

1997年10月3日に城西国際大学にて開催された「国際公開シンポジウム：ジェンダー・開発．

テクノロジー」における発表論文をもとに編集されました。ジェンダー，コロニアリズム，テク

ノロジーと“開発”について，国際的かつ学際的な視点から考察した論文集です。

LiSa B/Oo"z Introduction

Part l : International Symposium on @Gender, Technology, and <!Development' ''

Josai lnternational University, Japan, 3, 0ctober, 1997.

Geo哩泥aMy陀冗 Analysing Women in the Politics of the Third

World

Sh"℃s" R. B"" Women and Healthcare : A Critique of USAID
Policies in lndia

脚七c"Y(zs"たO S“a6aZα"z6α〃B蛾as or Self-Reliant Develop-

ment : Nepalese Women Activists in Develop-

ment Today

Z,fs" BJOo"z Gender, Popular Science and Mztiorz(zZ Geogrq-

Pんjc in the Age of Multiculturalism
必】．αﾉtimJM Sq"zqte)･ Gender and Development : An Observer's Refle-

ctions on the JIU Symposium

Part ll : Japanese Feminism's Relationship to National, and Colonial Concerns
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Beyond Our Invisibility- Diverse Feminisms
and the Quest of Japanese Women for Self-

Defined ldentity

! Reproductive Rights/ Health' and Japanese
Feminism

HbMz皿趣0"

UC"o C"だ"純

Fiction

rb〃勿陶anze"0 Happy Birthday

センターでは，これまでの学術研究・交流の，ともすれば欧米に偏ったあり方をあらため，ア

ジア・アフリカなども含んだグローバルな，より広く多様な異文化間の相互交流・相互理解の視

点と関係を作りだしたいと考えています。その活動の要点を列記すると下記のようになります。

（1）本学教員の国内外の研修，客員教授・研究員・留学生の積極的な交流・受入れ。

（2）在学生の教育に貢献する語学セミナーはじめ各種課外活動。

（3）国際交流，日本文化の紹介，国際シンポジウムの開催など。

（4）比較女性文化研究のための資料・情報の収集・交換，研究会・寄付講座・シンポジウム

などの開催。

（5）機関紙，研究刊行物，翻訳および英文刊行物の発行。

これらの内，皆さんに特に関連がある活動について説明します。

I.海外留学をはじめとする国際交流の推進

アメリカのカリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)とウェスタン・ミシガン大学(WM

U),カナダのカモーソン・カレッジ(CC)台湾の淡江大学との姉妹校提携および中国の吉林省

延辺医学院との友好提携が結ばれ，学術交流，学生・教職員の交流が盛んに行われています。

また，1989年4月からは国際化時代に生きる感性と能力を持った若い人材を育成するための

本学校法人独自の海外留学制度JEAP (Josai Education Abroad Program:城西国際大学海外

教育プログラム）も発足しています（48頁～55頁を必読)。

11.社会人。学生を対象としたエクステンション・プログラムの実施

「いつからでも，いつでも，だれでも学べる」開かれたもう一つの大学＝コミュニティカレ

ッジ（エクステンション・プログラム)。本学では，学生，社会人，女性，外国人留学生のため

に豊富なコースとプログラムを設けていきます。

まず開講を予定している講座の内，学生の資格取得や技能習得に関する内容のエクステンシ

ョン・プログラムの概略を紹介します。

◎INTENSIVE ENGLISH識杢

日常会話に必要な応用力をつける「英会話入門，中級」コース, TOEFL準備講座，英検準

1級，2級準備講座を実施。1級の合格をめざす「英検特訓コース」などを予定しています。

◎ TOUCH COMPUTER 1調聖

パソコン検定目標の「入門パソコン講座｣，「入門ワープロ講座｣，「ワープロ検定受験準備」
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を実施。更に腕をあげたい方への各講座を予定しています。

◎ 簿記会計特別講座

日商簿記2級・3級試験対策講座の実施。その他，公認会計士，の合格をめざす各コース

を予定しています。

◎ 宅地建物取引主任資格取得講座

国家資格の宅地建物取引主任者を取得目的とした，受験対策講座を予定しています。

◎ 社会福祉士受験対策講座

社会福祉士国家試験合格のための事前準備講座です。各学年毎の基礎編，関連知識編を実

施の予定です。

◎ 小売商検定試験（販売士）対策講座

小売業経営に密着し，百貨店や専門店などの販売業でのプロとしての証明となる資格取得

を目的とした講座です。

◎ 俳句講座

日本の伝統美にふれ，創作していく講座です。四季の自然や目に見える風景事物，あるい

は内面の感情を十七文字に託して表現する俳句の鑑賞と創造の楽しみを味わいます。

◎ 中国講座

ダイエットや美容・家庭医学に役立つ｢中国気功｣を実施しています。

また，学校法人城西大学国際文化教育センターのエクステンション・プログラムは，学生

のみならず，職場や地域で自立し新しい能力や技能を身につけようとする社会人や女性など

のためにも用意されています。地域の人々と本学学生が共に学べる，市民講座的なプログラ

ムとしては，前頁の「宅地建物取引主任資格取得講座」や英会話の講座，パソコン・ワープ

ロの入門講座のほか「インターネットへの招待」など教養を高める次のようなプログラムを

実施，予定しています。



JIU寄付講座

。寄付講座JIU ▲
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JIU寄付講座

城西国際大学(JIU)では，清水建設株式会社，富士火災海上保険株式会社，東京生命保険相互

会社の協賛を得て開設しました「JIU寄付講座」第1期の成果を継承して，引き続き平成8年度

から「第11期・JIU寄付講座」を開講しております。

第1期は，本学が開学しました1992年（平成4年）から1995年（平成7年）まで，4年間にわ

たって行われ，「都市と文明」「都市機能と都市計画」「都市の環境問題」「都市と建築文化」「高

齢化社会と都市」そして，「現代社会の危険と保険」「損害賠償請求と補償・保険」「テクノロジ

ーと保険」「自然災害と保険」を主テーマとして，それぞれに具体的に問題を取り上げ，深めて

きました。この講座は城西国際大学独自の教育プログラムで，本学学生はもちろん，多くの市民

の方々にも参加していただきました。

「寄付講座」とは企業または個人が大学に基金を寄付して開設される講座のことです。寄付者

の名前を冠することであるので，「冠講座」とも呼ばれます。日本ではあまり普及していません

が，アメリカの主要な大学では，このような企業と大学との協力関係が定着していて，多くの成

果を挙げています。たとえばハーバード大学の東アジア言語・文明学科では「タカシマ・プロフ

ェッサーシップ」という日本学の冠講座が開設されています。これは，日本のある鉄鋼メーカー

のオーナーの寄付によるものです。

第11期は，清水建設株式会社，富士火災海上保険株式会社の協賛により，これまで4年間の貴

重な経験を生かして，さらに今日的なテーマを追求しつつ，より充実した内容の講座を開講して

おります。

清水建設株式会社寄付講座の第11期・第一年度のテーマは「現代都市と文化の伝統」として設

定し，研究者のほか建築関係の技術者や専門家を講師として招いての講演会や国際シンポジウム

を開催いたしました。

富士火災海上保険株式会社寄付講座の第11期・第一年度は，経済と技術の高度化と社会の高密

度化に伴う，生活のリスクをいかに予防し，回避し対処するかを主テーマとして，研究者，保険

関係の専門家を講師として招いての講演会，国際シンポジウムを開催しました。

さらに，平成9年度からは，株式会社大林組の協賛も新たに加わり，テーマは「女性と文化」

とし，アジア諸民族の女性たちが創り出してきた数々の伝統手織り・工芸品等の展示会も開催さ

れました。

なお，平成10年度開講内容はつぎのとおりです。
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1998年度 寄付講座

1. 清水建設株式会社

1998年度テーマ：「環境と|淵発」

演 題 識 師

※本年度，下記の4点をテーマとする学生プロジェ

クト研究を実施

◆日本の環境と開発

A・「日本の産業構造」－産業と環境一

B・「日本の地方都市のもつ諸問題」

一開発と環境破壊一

◆日本と世界

A・「日本と世界との諸関連」

B・「開発が環境に及ぼす影響のデータ分析」

◆21世紀の世界

A・「21世紀の世界環境」

B. ｢21世紀における日本の役割」

－特に環境と開発に関して一

◆文化環境と文化開発

A.「人類の生存と人類の知恵」

B・「人類にとって地球とは何か」
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2． 富士火災海上保険株式会社

1998年度テーマ：「国際社会の中での起業と個人」

－1

師誰演 題

「起業マネジメント」レクチャーシリーズ

12月15日（火）

「起業マネジメントとマーケティング」 清 水 滋

（本学経営情報学部教授）

12月16日（水）

「起業マネジメンと会計」 小 川 例

（本学経営情報学部教授）

12月17日（木）

「女性起業家の条件」 福 田 順 子

（本学経営情報学部助教授）
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3． 株式会社大林組

1998年度テーマ：「女性と文化」

師演 題 識

3月10日（火）

「中国女性の衣装」

－展示と講演一

（講演）

章 江

（中国

瓊

水墨画家）

4月22日（水）

アジア女性の手仕事

一展示と講演一

（講演）

戸 祭 衛

（ギャラリー繭）

－



JIU国際総合講座

壷

際総合講座JIU国
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JIU国際総合講座趣意害

城西国際大学長 水 田 宗 子

城西国際大学(JIU)の建学の精神は「学ぶことを通じての人間形成」にあり，教育理念は「国

際社会・情報化社会に生きる」有為の人材の育成にある。

城西国際大学はこの精神と理念を掲げて，1992年4月，千葉県東金市に経営情報学部経営情報

学科，人文学部国際文化学科をもって発足した。以後4年間を経て1996年3月には第1回卒業生

を社会に送り出し，同年4月には一層の発展を目指して人文学部に福祉文化学科，国際交流学科

の2学科を新設した。また同時に人文科学研究科国際文化専攻，同女性学専攻も新設した。とり

わけ女性学専攻は日本で最初の専攻として注目されている。

JIU国際総合講座は，新学科および大学院の開設を契機として，本学の特色を表現するテーマ

に基づいて1996年度から開設された。国際性・学際性豊かな，比較文化の観点を活かした講座で，

学部学生，特に新入生に新しい環境で新しく学問の息吹に触れさせ，知的好奇心の開発と勉学意

欲の喚起のために計画された講座である。講座Iは福祉・情報・ジェンダー・国際交流を，講座

11は日本文化をテーマとし，学外からそのテーマに造詣の深い特別講師を招いて講義を受ける。

学生は講義の前後にReading and Discussionの時間を設け，国際文化教育センター研究員等

の指導によって討論等を行い，理解を深める。

本学は開学以来，本学が立地する東金市をはじめ，広く地域社会への貢献を目指してエクステ

ンション講座，公開講座を実施してきた。このJIU国際総合講座も地域社会に向けて公開され，

生涯教育の一環として一般市民の来聴，討論等への参加を歓迎している。

なお，講座Iは前期，講座1Iは後期，金曜日の13:35～16?45にそれぞれ開かれる。
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JIU国際総合講座IoII

講座I(前期：金曜日111限。Ⅳ限）

講座II(後期；金曜日ⅡI限。Ⅳ限）

JIU国際総合講座は，平成8年度から人文学部国際文化学科，経営情報学部経営情報学科の両

学部に開講された。

本講座は，現代文化の構造を，歴史的なパースペクティブと比較の視点から分析することを通

して，今日の国際社会と文化の諸問題を，多角的かつ複合的にとらえ，理解する力を培うことを

目的とする。

講座はIおよびIIで構成され,Iは，福祉，情報，ジェンダー，国際交流の各領域における諸

テーマを,IIは，日本文化の領域における諸テーマを，以下により学ぶこととするb

a) 学内の講師および学外から招聰した特別講師による講義

b) 資料・史料の読解

c) デイスッカッション

「成績評価」は，前期末および後期末のレポート提出，講義出席およびディスカッション参加

等を総合評価して行う。

【講座担当者】

学 長 水田 宗子

副学長・人文学部長 吉田 熈生

経営情報学部長 宇野 政雄

教務部長 貞末 堯司

学生部長 星野 晃一

経営情報学部 経営情報学科長 島崎 規子

人文学部 国際文化学科長 土田 宏

〃 福祉文化学科長 矢木 公子

〃 国際交流学科長 ジャレド ルバースキ

【ディスカッション・リーダー】

国際文化教育センター研究員 石川 由美

〃 〃 牛島 万

〃 〃 加藤 朋江

〃 〃 林 祁

〃 〃 渡遡 拓

情報科学研究センター研究員 七井誠一郎

〃 〃 渡邊 修朗
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平成10年度JIU国際総合講座前期日程

休 憩

(20分）

月 日

(曜日）
4限(15 : 00～16: 30)3限(13:20～14 : 50)

4月10日

（金）

オリエンテーションI

4月17日

（金）

Reading and Discussion2

講座I

演題

講師

(情報）

21世紀における起業マネジメントのあり方
片岡 寛先生（一橋大学商学部教授 一橋大学イノベーション研究
センター長）

4月24日

（金）

3

5月1日

（金）

Reading and Discussion4

Reading and Discussion5月8日

（金）

5

Reading and Discussion5月15日

（金）

6

講座I
演題

講師

(ジェンダー）

女の表現 一心の闇を解き放つ一
高良留美子先生（詩人 元城西大学女子短期大学部客員教授）

5月22日

（金）

7

Reading and Discussion5月29日

（金）

8

講座I
演題

講師

(ジェンダー）
英文学とフェミニズム

青山 誠子先生（青山学院大学教授）

6月5日

（金）

9

6月12日

（金）

10

6月19日

（金）

11

6月26日

（金）

12

7月3日

（金）

13
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平成10年度JIU国際総合講座後期日程

月 日

(曜日）

休 憩

(20分）
3限(13:20～14:50） 4限(15 : 00～16 : 30)

9月25日

（金）

1 オリエンテーション

10月2日

（金）

Reading and Discussion2

講座11(日本文化）

演題：日本古代の生命感

講師：井上 辰雄先生（城西国際大学人文学部福祉文化学科教授）

Reading and Discussion

10月9日

（金）

3

10月16日

（金）

4

10月23日

（金）

Reading and Discussion5

10月30日

（金）

講座11

演題

講師

(日本文化）

身体表現と精神性
一驚 明伶先生（創作舞踊家）

6

11月6日

（金）

7 Reading and Discussion

講座I1

演題
講師

8 11月13B

（金）

(日本文化）

意欲のしくみ（うら・おもて）
宮本 美沙子先生（日本女子大学学長）

11月20日

（金）

Reading and Discussion9

11月27日

（金）

10

12月4日

（金）

11

講師：加藤 幸子先生（作家 城西大学女子短期大学部客員教授）
12 12月11日

（金）

12月18日

（金）

13

講師；岡野弘彦先生(歌人國學院大學栃木短期大學学長国学院大学名誉教授）
14 1月8日

（金）
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城西国際大学学則(抄）

第1章 目 的

第1条 城西国際大学（以下「本学」という｡）は，教育基本法並びに学校教育法の定めるとこ

ろに従い，広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究し，知的，道徳的能力の酒養をはかり，

もって国家社会に貢献し得る人材を養成するとともに，人類文化の発展に寄与することを目的

とする。

第2章 学部及び学科

第2条 本学に経営情報学部・人文学部を置く。

2 前項の学部に次の学科を置く。

経営情報学部 経営情報学科

国際経営学科

福祉環境情報学科

人 文 学 部 国際文化学科

福祉文化学科

国際交流学科

第3章 修業年限及び収容定員

第3条 本学の修業年限は4年とし，在学年数は8年を超えることができない。

第4条 本学各学部の収容定員は次のとおりとする。

編入学定員
(第3年次）

収容定員入学定員学 部 学 科

720名

740名

740名

180名

180名

180名

経営情報学科

国際経営学科

福祉環境情報学科

経営情報学部

名
名

０
０

１
１

720名

740名

740名

180名

180名

180名

国際文化学科

福祉文化学科

国際交流学科

10名

10名

人 文 学 部

第4章 職員組織

第5条 本学に次の職員を置く。

学 長

副 学 長

教 授

助 教 授
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講 師

助 手

事務局長

事務職員

技術職員

2 前項の外に必要に応じて他の職員を置くことができる。

3 職員に関する規定は別に定める。

第5章 教 授 会

第6条 〔省略〕

第7条〔省略〕

第6章 学年・学期及び休業日

第8条 学年は，4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9条 学年は，次の2学期とする。

前 学 期 4月1日から9月30日まで

後 学 期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定により年間の授業日数は，原則として定期篇2 前項の規定により年間の授業日数は，原則として定期試験等の日数を含む35週とする。

第10条 休業日は，次のとおりとする。

（1）日 曜 日

（2）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

（3）創立記念日 4月28日

（4）春期休業 3月21日から4月10日まで

（5）夏期休業 7月11日から9月10日まで

（6）冬期休業 12月21日から翌年1月10日まで

2 学長は必要により前項第4号から第6号までの休業日を変更し，あるいは臨時に休業し，

は休業日に実験・実習・演習等を課することができる。

又
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第7章 授業科目及び単位

第11条 授業科目は，学科共通科目群・専門基礎科目群・専門科目群・特設科目群・自由科目及

び教職に関する専門教育科目とする。

第12条 前条の科目は，必修・選択及び自由科目の3種とし，講義・演習・講読・実験及び実習

により行う。

第13条 各授業科目の単位数は，1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構

成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学

修等を考慮して，次の基準により単位数を計算するものとする。

（1）講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもっ

て1単位とする。

（2）実験，実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業

をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業製作等の授業科目については，これら

の学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には，これらに必要な学

修等を考慮して，単位数を定めることができる。

第14条 各学部において開設する授業科目及び単位数は，別表(2)のとおりとする。

第8章 履修規定

第15条 削除

第16条 削除

第17条 削除

第18条 削除

第19条 削除

第20条 学科共通科目群・専門基礎科目群・専門科目群及び特設科目群の中より，各学部・学科

所定の授業科目及び所定の単位以上を履修しなければならない。

2 他の学部又は他の学科の授業科目は，許可を得て履修することができる。

第21条 履修する授業科目は，毎学期所定の期間に登録しなければならない。

第22条 単位の認定は，試験によって行う。

ただし，授業科目の種類によっては，他の方法によることができる。

第23条 試験は，定期試験及び臨時試験とし，定期試験は学期末又は学年末に行う。

第24条 いずれの授業科目も，授業時数の3分の1以上欠席した場合には，当該授業科目の受験

資格を失う。

ただし，病気又は正当な理由による長期欠席の場合には，特に考慮されることがある。

なお，この場合には別に定める追試験を受けることができる。

第25条 各授業科目の成績評価は,A・B・C．Fで表わし,A・B。Cを合格とし,Fは不合

格とする。
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第9章 卒業及び学位

第26条 卒業資格を得るためには，本学に4年以上在学し，学部．学科の定める授業科目のなか

から，経営情報学部は124単位以上，人文学部は126単位以上修得しなければならない。

ただし，自由科目の単位は，卒業に必要な単位数には算入されない。

第27条 削除

第28条 卒業資格を得た者には，卒業証書を授与する。

経営情報学部 経営情報学科 学士（経営情報）

国際経営学科 学士（経営情報）

福祉環境情報学科 学士（経営情報）

人 文 学 部 国際文化学科 学士（国際文化）

福祉文化学科 学士（福祉文化）

国際交流学科 学士（国際交流）

2 学位の授与については，本学学位規程に定めるところによる。

第10章 入学･編入学・転入学・留学。休学及び退学

第29条 入学の時期は，学期の始めとする。

第30条 学部に入学することのできる者は，次の各号の’に該当し，かつ本学が行う選抜試験に

合格した者とする。

1 高等学校を卒業した者

2 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

3 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第69条の規定により，高等学校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認められる者

すなわち

（'）外国において，学校教育における12年の課程を修了した者，又はこれに準ずる者で文

部大臣の指定した者

（2）文部大臣が高等学校の課程と同当の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者

（3）文部大臣の指定した者

（4）大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）により文部大臣の行う大学入学資

格検定に合格した者

（5）その他大学において，相当の年令に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者

第31条 入学を志願する者は，本学所定の手続によって願い出るものとする。

第32条 入学を許可された者は，誓約書を添え，所定の期日までに入学手続を完了しなければな

らない。
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第33条 他の大学から本学に編・転入学，又は学内において転部もしくは転科を希望する者は，

その学部に欠員のある場合選考によって許可することがある。

ただし，その時期は，学年の始めを原則とする。

2 他の大学へ転学を希望する者は，所属学部長に転学願を提出し，学長の許可を得なければな

らない。

第34条 編入学又は転入学を許可された者の本学入学のための諸手続は，第32条の規定に準じて

行い，かつ前大学において履修した単位の修得証明書を提出しなければならない。

第35条 編・転入学，又は転部した者は，その学部に2年以上在学しなければ卒業することはで

きない。

2 編。転入学，又は転部に関して，本章各条に規定しない事項については別に定める細則によ

る。

第36条の1 教育上有益と認められるときは，本学が協定，又は認定した外国の大学の授業科目

を履修することを許可することができる。

2 前項の規定により修得した単位は,30単位を超えない範囲で本学において修得したものとみ

なすことができる。

3 前2項の規定の実施に関し必要な事項は別に定める。

第36条の2 教育上有益と認められるときは，学生が本学に入学する前に，他の大学又は短期大

学および短期大学・高等専門学校の専攻科において履修した授業科目について修得した単位を，

本学に入学した後における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認められるときは，前項の規定以外に文部大臣の定める学修をおこなった場合，

その成果を本学における授業科目の履修とみなすことができる。

3 前2項目の規定により履修した授業科目について修得した単位は,30単位を超えない範囲で

本学において修得したものとみなすことができる。

第37条 病気その他やむをえない事情により，引きつづき3か月以上出席することのできない者

は，その事由を証明する書類を添え，保証人連署のうえ学長に願い出て，その許可を得て休学

することができる。

ただし，休学期間は1年以内とし，更に休学を要する者は，前項により許可を得て1年以内

に限り休学することができる。

2 休学期間の通算年限は2年とする。

第38条 休学者は，原則として学期又は学年の始めでなければ，復学することができない。

第39条 休学期間は，在学年数に算入しない。

第40条 病気その他やむをえない事情により，退学しようとする者は，その事由を証明する書類

を添え，保証人連署のうえ学長に退学願を提出して，許可を受けなければならない。

第41条 正当な事由で退学した者が当該学部に再入学を志望したときは，選考のうえ許可するこ

とがある。

この場合は，既修授業科目の全部又は一部について，再履修を命ずることがある。
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第11章 入学検定料・入学金及び授業料等

第42条 入学を志望する者は，第31条に定める手続とともに別表(1)の入学検定料を納めなければ

ならない。

第43条 入学を許可された者は，第32条に定める手続とともに別表(1)の入学金及び授業料ならび

に施設設備費を納めなければならない。

第44条 授業料は，別表(1)により4月及び10月の二期に分けて納めなければならない。

2 施設設備費は，別表(1)により指定された期日までに納めなければならない。

第45条 一度納めた学費は，事由の如何にかかわらず返還しない。

第46条 停学を命じられた者は，停学期間中の授業料及び施設設備費は納めなければならない。

2 休学を許可された者は，休学期間中の授業料及び施設設備費の半額を免除する。

第47条 授業料及び施設設備費の納入を怠り，督促を受けてもなお納めない者は除籍する。

第12章 委託生。外国人留学生・帰国生徒及び社会人学生

第48条 国又は公共団体から，一定の在学期間と履修科目とを定めて入学を委託された者は，選

考のうえ委託生として入学を許可することがある。

第49条 委託生の入学資格は，第30条の規定を準用する。

第50条 委託生として4年以上在学して，学部学科の教育課程に従って授業科目を履修し，所定

の単位を修得した者には卒業証書を授与する。

第51条 委託生の授業料その他納付金は別表(1)による。

第52条 外国人学生の入学及び転入学については，日本人学生に関する規定を準用する。

ただし，講義を理解し得る程度の日本語の能力を必要とする。

第53条 委託生・外国人留学生・帰国生徒及び社会人学生に関して，本章各条に規定しない事項

については，学部学生に関する規定を準用するほか，別に定める細則による。

第13章 科目等履修生

第54条 学部の授業科目のうちの1科目，又は数科目の履修を希望する者に対しては，科目等履

修生として入学を許可することがある。

第55条 科目等履修生として入学できる者は，履修するに足る能力があると認められた者とする。

第56条 科目等履修生として入学を志願する者は，所定の出願書類に履修しようとする授業科目

を記載して，学期又は学年の始めに願い出るものとする。

第57条 科目等履修生は，履修した授業科目について試験を受けることができる。

2 前項の試験に合格した者には，その授業科目所定の単位を与える。

3 科目等履修生として在籍した期間は，正規の課程の在学年数に換算しない。

第58条 科目等履修生の授業料その他納付金は，別謁1)による。

第59条 科目等履修生に関して本章各条に規定しない事項については，学部学生に関する規定を

準用するほか，別に定める細則による。

第14章 研 究 生

第60条 各学部において，特殊な研究に従事しようとする者に対しては，研究生として入学を許

可することがある。
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第61条 研究生として入学することのできる者は，その学部において，選考のうえ適当と認めら

れる者とする。

第62条 研究生として入学を志願する者は，所定の出願書類に，研究題目．研究計画を記載して

願い出るものとする。

第63条 研究生の在学年限は1年とする。

ただし，事情によっては，期間の延長を願い出ることができる。

第64条 研究生は，指導教員の指導に従って，研究に従事するものとする。

2 研究生は，指導教員及び担任教員の承諾を得て，学部の講義・実験及び演習に出席すること

ができる。

3 研究生として相当の成績を示したと認められる者には，研究証明書を与える。

第65条 研究生の授業料その他納付金は，別表(1)による。

第66条 研究生に関して本章各条に規定しない事項については，学部学生に関する規定を準用す

るほか，別に定める細則による。

第15章 賞 罰

第67条 次の各号の1に該当する学生は，教授会の議を経て学長が表彰することがある。

（1）品行・学力ともに優秀な者

（2）篤行のあった者

第68条 学則その他，本学の定める諸規則を守らず，学生の本分に反する行為のあった者は，教

授会の議を経て学長が懲戒する。

2 懲戒は訓告・停学及び退学とする。

第69条 次の各号の1に該当する者は，退学を命ずることがある。

（1）性行不良で，改善の見込みがないと認められた者

（2）学業を怠り，成業の見込みがないと認められた者

（3）正当な理由がなく，出席常でない者

（4）本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者

第16章 教育職員免許状取得のための課程

第70条 本学に教育職員免許状取得のための課程（以下「教職課程」という｡）を置く。

2 本学において資格の取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は，別表(3の1）のとお

りとする。

3 教員の資格を得ようとする者は，第14条別調2)に定める，教科に関する専門教育科目のほか

に教職に関する専門教育科目を履修しなければならない。

4 教職に関する専門教育科目及び単位数は，別表(3の2）のとおりとする。

5 前項の専門教育科目は自由科目とし，卒業に必要な単位数に加えない。

6 教職課程履修細則及び教職課程の運営に関する細則は，別に定める。

第17章 学芸員の資格取得に関する課程

第71条 本学に学芸員の資格取得に関する課程（以下「学芸員課程」という｡）を置く。

2 学芸員課程履修細則及び学芸員課程の運営に関する細則は，別に定める。
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第18章 留学生別科

第72条 本学に留学生別科を置く。

2 前項に次の課程を設け，学生定員は次のとおりとする。

日本文化専修課程 20名

日本語専修課程 30名

3 留学生別科に関する細則は，別に定める。

第19章 図 書 館

第73条 本学に図書館を置く。

2 図書館の管理運営，その他必要な事項は別に定める。

第20章 公開講座

第74条 本学に公開講座を開設することがある。

2 公開講座に関する規程は別に定める。

第21章 雑 則

第75条 この学則に特別の定めがあるものを除くほか，この学則の実施の手続その他，その執行

について必要な細則は別に定める。

第22章 改 正

第76条 この学則の改正は，理事会の識を経て理事長が行う。

付 則 本学則は，平成4年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成5年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成6年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成7年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成8年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成9年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成10年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成11年4月1日から施行する。
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別表(1) 入学検定料・入学金及び授業料等

科 目 等 履 修 生学生種別
学 部 学 生
（委託生を含む）

研 究 生
本学卒業生以外本 学 卒 業 生学 納 金

円
25, 000

円

5,000
円

15, 000

100, 000

270, 000

円
35, 000

300, 000

770, 000

入 学 検

入 学

授 業

定

料
金
料

1単位に付
16, 000

（各学部共）

1単位に付
16, 000

（各学部共）

30, 00030,000

在
施

籍 料

設 備 費 初 年 度360, 000

次年度以降260, 000

120, 000設

(注）1． 委託生の入学金及び授業料は，予定在学期間及び履修授業科目数等により減額す
ることがある。

2．研究生のうち本学卒業生については，入学金を免除し，授業料も減額することが

ある。

3． 研究生には，研究内容等により必要経費を別途負担させることがある。

4． 施設設備費は，下記のとおり納入するものとする。

初 年 度 入学手続時及び後期(10月）に分納

次年度以降 前期（4月）
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城西国際大学大学院学則

第1章 総 則

第1条 城西国際大学大学院（以下「本大学院」という｡」は，学術の理論及び応用を教授研究

し，その深奥を深めて文化の進展に寄与することを目的とする。

第2条 本大学院に修士課程及び博士後期課程を置く。

2 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，高度の専門性を要する職業等に必要な高

度の能力及び専攻分野における研究能力を養うものとする。

3 博士後期課程は，専攻分野において研究者として自立し，研究活動を行うに必要な高度の研

究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。

第3条 本大学院の修士課程の修業年限は2年，博士後期課程の修業年限は3年とする。

2 本大学院における最長在学年は，修士課程にあっては4年，博士後期課程にあっては6年と

する。

第4条 本大学院は，次の表に掲げる研究科，専攻を置く。

専 攻 名 課程の別研 究 科 名

国 際 文 化 専 攻

修 士 課 程

女 性 学 専 攻人文科学研究科

比 較 文 化 専 攻 博士後期課程

起業マネジメント専攻 修 士 課 程経営情報学研究科

第5条 本大学院の入学定員及び収容定員は，次の表のとおりとする。

入学定員 収容定員研 究 科 名 専 攻 名

15名 30名国 際 文 化 専 攻

15名 30名女 性 学 専 攻人文科学研究科

6名 18名比 較 文 化 専 攻

20名 40名起業マネジメント専攻経営情報学研究科
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第2章 教員組織及び運営機構

第6条 本大学院の教員には，本学の教授，助教授又は講師をあてる。

第7条 本大学院に研究科委員会を置き，所属教授をもって組織する。ただし，必要があるとき

は助教授及び講師を加えることができる。

2 研究科委員会の委員長は，研究科長がこれにあたり，委員会を招集し，その議長となる。

3 研究科委員会は，次の事項を審議する。

（1）研究科の教育課程に関する事項

（2）学生の入学，休学，退学，転学，留学等に関する事項

（3）学生の研究指導，試験及び学位の授与に関する事項

（4）教育職員の資格審査に関する事項

（5）学生の賞罰に関する事項

（6）その他研究科に関する事項

第8条 本大学院に大学院委員会を置き，学長，副学長，各研究科長及び各研究科委員会から選

ばれた2名ずつの委員をもって組織する。

2 大学院委員会の委員の任期は2年とする。ただし，再任を妨げない。

3 大学院委員会の委員長は，学長がこれにあたり，委員会を招集しその議長となる。

4 大学院委員会は，課程修了の認定，学位授与，その他各研究科に共通する重要な事項を審議

する。

第9条 本大学院に関する事務は，本大学の事務組織がこれに当たる。

第3章 学年，学期及び休業日

第10条 学年，学期及び休業日は，城西国際大学学則（以下「本学学則」という｡）を準用する。

第4章 入学，休学，退学，転学，留学及び除籍等

第11条 本大学院修士課程の入学資格は，学校教育法第57条第2項又は第67条本文の規定により，

大学の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者は，次の各号の一に該当する者とする。

ただし，第4項については，大学院への入学に係るものに限る。

1 学校教育法第68条の2第3項の規定より学士の学位を授与された者

2 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者

3 文部大臣の指定した者

4 大学に3年以上在学し，又は外国において学校教育における15年の課程を修了し，大学院

において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

5 その他大学の専攻科又は大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者



84

第12条 本大学院博士後期課程の入学資格は，学校教育法第67条ただし書の規定により，大学院

への入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は，次の各号の

一に該当する者とする。

1 修士の学位を有する者

2 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

3 文部大臣の指定した者

4 その他大学院において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

第13条 入学の時期は，毎学期の始めとする。

第14条 入学志願者は，定められた期日内に所定の書類に入学検定料を添えて願い出なければな

らない。

第15条 入学志願者に対しては，別に定めるところにより，選考を行う。

第16条 前条による選考に合格したものは，所定の期日までに所定の手続きを完了しなければな

らない。

第17条 他の大学院に在学する者で，本大学院に転入学を志願する者に対しては，欠員のある場

合に限り，研究科委員会の議を経て選考の上許可することがある。

2 前項の規定により転入学を志願するときは，在籍する大学院の学長又は研究科長の許可書を

願書に添付しなければならない。

3 本学大学院の学生が他大学の大学院に転学を志願する場合は，あらかじめ学長の許可を得な

ければならない。

第18条 休学，退学，転学，留学及び除籍等については，本学学則を準用する。

第5章 授業科目，単位数及び履修方法

第19条 本大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「指導」

という｡）によって行うものとする。

第20条 本大学院研究科の授業科目及び単位数は，別表(2)のとおりとする。

第21条 研究科委員会は，学生の履修を指導するために各学年ごとに指導教員を定めるものとす

る。

第22条 学生は，指導教員の指示により，履修しようとする授業科目を毎学期の始めに研究科長

に届出なければならない。

第23条 研究科において，指導教員が教育研究上有益と認めるときは，他大学の大学院（外国の

大学の大学院，若しくはそれに準ずる高等教育研究機関を含む）の授業科目を履修させること

ができる。

2 前項の規定により履修した授業科目の単位は10単位を越えない範囲で，本大学院において修

得したものとみなすことができる。
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第6章 課程修了及び学位

第24条 履修科目の単位修得の認定は，試験により担当教員が行うものとする。

2 前項の試験の結果による成績の評価は，優・良・可・不可とし，優・良・可を合格，不可を

不合格とし，合格した授業科目については，単位を与える。

第25条 修士課程の修了要件は，同課程に2年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ必要な研

究指導を受けた上，本学学位規定の定める修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

第26条 博士後期課程の修了要件は，同課程に3年以上在学し,所定の単位を修得し，かつ必要な

研究指導を受けた上，本学学位規定の定める博士論文の審査及び最終試験に合格ずることする。

第27条 本大学院の課程を修了した者には，次の学位を授与する。

研 究 科 名 専 攻 名 課 程 学 位

国際文化専攻

女 性 学 専 攻

修 士 課 程 修士(国際文化）

人文科学研究科 修 士 課 程 修士(女 性 学）

比較 文 化専攻 博士後期課程 博士(比較文化）

起業マネジメント

専攻
経営情報学研究科 修 士 課 程 修士(経 営 学）

e

2 学位の授与については，本学学位規定の定めるところによる。

第7章 入学検定料 入学金及び授業料等

第28条 入学検定料は別表(1)とする。

第29条 入学を許可された者は，所定の期日までに在学誓約書とともに，入学金として別表(1)に

より納めなければならない。ただし，本大学卒業生が入学する場合は免除する。

第30条 授業料は，別調1)により4月及び10月の二期に分けて指定の期日までに納めなければな
らない。

2 施設設備費は，別表(1)により毎年前期授業料と同時に納めなければならない。

第8章 外国人学生，外国人特別留学生

第31条 第11条に定める資格をもち，かつ外国公館の証明のある外国人学生に対しては，第15条
の規定にかかわらず，特別の選考を経て入学を許可することがある。

2 本大学院と協定のある外国の大学から派遣され，本大学院の授業科目を履修しようとする者

は，審議の上，外国人特別留学生として入学を許可することがある。

3 本学則は，前2項の外国人学生，外国人特別留学生にも準用する。
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第9章 研究生及び委託研究生

第32条 本大学院を修了した者で，更に研究を継続しようとする者及び特殊な研究に従事しよう

とする者があるときは，研究科委員会で選考の上，これを許可することがある。

第33条 大学院研究生は，指導教員の個人指導を受けるものとする。

第34条 大学院研究生の在学期間は，1年を限度とする。ただし，事情により期間延長を願い出

ることができる。

第35条 大学院研究生の入学検定料，授業料その他納付金は，別表(1)による。

第36条 国立，公立又は私立学校等の教職員等の所属機関の長から，その所属教職員等の研究指

導の委託の依頼があった場合は審議の上，委託研究生として受け入れを許可することがある。

第37条 委託研究生の入学資格は，第11条の規定を準用する。

第38条 委託研究生の授業料その他の納付金は，別表(1)による。

第39条 本章各条に規定しない事項については，大学院学則を，研究生・委託生にも準用する。

第10章 科目等履修生及び特別聴講生

第40条 本大学院の授業科目うち,1科目又は数科目の履修を希望する者がある場合は，審査の

上，科目等履修生として入学を許可することがある。

第41条 本大学院と協定のある他大学大学院の学生で，本大学院の授業科目を履修しようとする

者は，特別聴講生として聴講を許可することがある。

第42条 科目等履修生の入学検定料，授業料その他納付金は，別表(1)による。

第43条 特別聴講生の入学検定料，授業料その他納付金は，別表(1)による。

第11章 教育職員免許状取得のための課程

第44条 本大学院の研究科において取得できる，中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免

詔犬の免許教科の種類は，次の表のとおりとする。

高等学校教諭
専修免許状

中学校教諭
専修免許状

国 語

地理歴史

英 語

垂
四
谷
云
壼
岨

国
社

英

国 際 文 化 専 攻

人文科学研究科

英

壷叩 五
口

一
三
口

女 性 学 専 攻 英

商 業起業マネジメント専攻経営情報学研究科
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第12章 賞 罰

第45条 学生の賞罰については，本学の学則を準用する。

第13章 雑 則

第46条 この学則に定めるもののほか，本大学院生に関し必要な事項は，本学学則の規定を準用

する。

2 本学学則をこの学則に準用する場合は，「学部」を「研究科」と，又「教授会」を「研究科

委員会」と読み替えるものとする。

第14章 改 正

第47条 この学則の改正は，理事会の議を経て理事長が行う。

付 則 本大学院学則は，平成8年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成9年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成10年4月1日から施行する。

付 則 この改正は，平成11年4月1日から施行する。
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別表(1)

入学検定料・入学金及び授業料等

科目等履修生

(特別聴講生含む）

大 学 院 生

(委託研究生含む）
研 究 生

円
35,000

300, 000

70, 000

円
35, 000

円
35, 000

300, 000

550, 000

I

定検
学
業

学

料
金
料

入
入
授

1単位に付

16, 000

30, 000籍 料

設 設 備 費

人文科学研究科

経営情報学研究科

在
施
仙
②

100, 000

150, 000

(注）1． 研究生のうち本学卒業生については，入学金・授業料を減額することがある。

2． 研究生（委託研究生含む）には，研究内容等により必要経費を別途負担さ

せることがある。
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別表(2) 授 業 科 目 及 び 単 位 数

1． 人文科学研究科 国際文化専攻 修士課程

単 位 数
備 考授 業 科 目

必 修 選 択

本 文 化

日本文化

日本文化

日本文化

日本文化特

日本文化特

日本文化特

日本文化

日本文化

日本文化

日本文化

轌州職舳》聯岬鰡鯏鰡鯏

日

(1)｢日本文化分野」「アメ

リカ文化分野｣｢比較文

化分野」のいずれかを

主たる研究分野とし，

その分野より講義3科

目12単位以上また2年

間にわたり演習1科目

8単位を選択必修。

錘識諏代雌代曄催位信
㈹
㈹
㈹
渕
判
詔
史
史
学

睡
佼
信
枯
佶
佑
Ａ
Ｂ

４
４
４
４
４
４
８
８
８
８

Ｉ
Ⅱ

Ⅲ
Ｉ

Ⅱ
Ⅲ

Ｉ
Ｉ

Ⅱ

ｊ
ｊ
ｊ

(2)他分野・他専攻の講義

・演習科目または他研

究科の講義科目より，

3科目12単位以上選択

必修。

計32単位以上を修得

し，かつ修士論文を提

出し審査に合格するこ

と。

日本文化演習ⅡI (言 語）

アメリカ文化分野

アメリカ文化研究I(歴 史）

アメリカ文化研究11(文 学）

アメリカ文化研究ⅡI(言 語）

アメリカ文化特別講義I(文化摩擦）

アメリカ文化特別講義11(映像文化）

アメリカ文化特別講義ⅡI(アメリカ思想）

アメリカ文化特別講義Ⅳ（美 術） 、

アメリカ文化演習I(歴 史）

アメリカ文化演習I1(文 学）

アメリカ文化演習111 (言 語）

比 較 文 化 分 野

比較文化研究I(比較文化史：アジア）

比較文化研究II(比較文学）

比較文化研究111 (対照言語学）

比較文化研究Ⅳ（比較考古学）

比較文化特別講義I(比較文化史：西欧）

比較文化特別講義II(日本･アジア比較文化）

比較文化特別講義Ⅲ（比較文化：ラテンアメ
リカと西洋・アジア）

比較文化特別講義Ⅳ（異文化間心理学）

比較文化特別講義V(比較地域社会）

比較文化演習I(比較文化史：アジア）

比較文化淡習11(比較文学）

比較文化演習111 (対照言語学）

比較文化演習Ⅳ（比較考古学）

分野共通科目（コミュニケーション）

英語コミュニケーションI(口頭発表法）

英語コミュニケーション11(論文作成法）

英語コミュニケーションⅡI(討 論 法）

４
４
４
４
４
４
４
８
８
８

４
４
４
４
４
４

４
４
４
８
８
８
８

４
４

４

１耆
口
、 188
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2． 人文科学研究科 女性学専攻 修士課程

単 位 数
授 業 科 目 備 考

必 修 選 択

基 礎 論
女性学基礎論I(理論と方法）
女性学基礎論I1(フェミニズム／ｼｪﾝﾀｰ批評）
女性学基礎論Ⅲ（研究／調査法）
ジェンダー文化論
女性学研究I(ｼｪﾝﾀｰと文|上A;ﾌｪﾐﾆｽﾄ鑑と調映画
女性学研究11(ｼｪﾝﾀｰﾋｽI上B:英諦親による蝉）
女性学研究Ⅲ(ｼｪﾝﾀｰと靴C;近代日紋学と雄娠珊
女性学研究Ⅳ(ｼｪﾝﾀｰと文化D:ﾏｲﾉﾘﾃｨ女伽鮮）
女性学研究V(ジェンダーと文化E:文化批評）
ジェンダー社会論
女性学研究Ⅵ(ジェンダーと社会A:家族と政策）
女性学研究Ⅶ(ジェンダーと社会B:女性と労働）
女性学研究Ⅷ(ジェンダーと社会C:開発と女性）
女性学研究Ⅸ(ジェンダーと社会D:都市と生活）
女性学研究X(ジエンダーと社会E:社会福祉）
ジェンダー論特別講義
女性学特別講義I(フェミニスト思想）
女性学特別講義I1(ジェンターと歴史①:アジア）
女性学特別講義ⅡI(ジェンダーと歴史②：日本）
女性学特別講義Ⅳ（ジェンダーと身体）
女性学特別講義V(ジェンダーと国家）
女性学特別講義Ⅵ（日本の女性政策）
女性学特別講義Ⅶ（ｼｪﾝﾀｰとﾎｽﾄｺﾛﾆｱﾆｽﾑ）

資 料 講 読
女性学英文資雅識読I(文 学）
女性学英文資雅講読11(比較文化）
女性学英文資雅講読111 (英語文化記号論）
女性学英文資雅講読Ⅳ（女性文学）
女性学英文資料講読Ⅷ（フェミニスト美術史と批評）
女性学日本文資料講読I(ｼｪﾝﾀｰとｱｼｱW開
女性学日本文資料講読II(ジェンダーと言語）
女性学日本文資料講読III (ジェンダーと歴史）
コミュニケーション

英語コミュニケーションI(口頭発表法）
英語コミュニケーションI1(論文作成法）
英語コミュニケーション111 (討 論 法）
日本語コミュニケーションI(口頭発表法）
日本語コミュニケーション11(上級文章作成法）
日本語コミュニケーションⅡI(討論法）

研 修 ・ 演 習
女性学インターンシップ
マルチメディア演習

演 習
女性学演習I(文化A:フェミニズム批評）
女性学演習11(文化B:ﾌｪﾐﾆｽﾄ美椴と僻における瀞）
女性学演習111 (文化C:米文学）
女性学演習Ⅳ（文化D:日本文学とジェンダー）
女性学演習V(社会A:家族と政策）
女性学演習Ⅵ（社会B:女性と労働）
女性学演習Ⅶ（社会C:開発と女性）
女性学演習Ⅷ（社会D:都市と生活）
女性学演習Ⅸ（社会E:ジェンダーと国家）
女性学演習X(社会F:社会福祉）

（1）「ジェンダー文化論」
「ジェンダー社会論」
より、8単位論」以上
選択必修。

(2)「ジェンダー論特別講
義」「資料講読」より
6単位以上選択必修。

(3)｢コミュニケーション」
「研修・演習」より4
単位以上選択必修。

(4)「演習」より、2年間
にわたり6単位以上選
択必修。

(5)他専攻の講義・演習科
目または他研究科の講
義科目より，2単位以
上選択必修。
計32単位以上を修得
し，かつ修士論文を提
出し審査に合格するこ
と。

２
２
２

２
２
２
２
２

２
２
２
２
２

２
２
２
２
２
２
２

４
４
４
４
４
２
２
２

４
４
４
２
２
２

２
２

６
６
６
６
６
６
６
６
６
６

■
０
６
Ⅱ
日
■

一
言
、 6 142
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3． 人文科学研究科 比較文化専攻 博士後期課程

単 位 数
考備授 業 科 目

必 修 選 択

比較文化研究指導

比較文化研究指導I(比較アジア史論）

比較文化研究指導I1(比較日本史論）

比較文化研究指導Ⅲ（比較日本文学論）

比較文化研究指導Ⅳ（比較考古学論）

比較ジェンダー論研究指導

比較ジェンダー論研究指導I(ﾌｪﾐﾆｽﾑ擁評論

比較ジェンダー論研究指導11(文化構造論）

比較ジェンダー論研究指導ⅡI(表 現 論）

比較ジェンダー論研究指導Ⅳ(近代化と女性，家族）

地域文化研究特論

近 代 日 本 史 特 論

現 代 日 本 語 特 論

現 代 日 本 福 祉 特 諭

ア メ リ 力 史 特 論

ア メ リ カ 文 学 特 論

文 化 人 類 学 特 論

英語コミュニケーション

上級英語コミュニケーションI(口頭発表法）

上級英語コミュニケーション11(論文作成法）

上級英語コミュニケーション111 (討 論 法）

(1)「比較文化研究指導I

～Ⅳ」又は「比較ジェ

ンダー論研究指導I～

Ⅳ」12単位を含め，16

単位以上を修得し，か

つ博士論文を提出し審

査に合格すること。

12

12

12

12
２
２
２
２

１
１
１

１
２

２
２
２
２

２
２
２

２

計 114
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4．経営情報学研究科 起業マネジメント専攻 修士課程

単 位 数
授 業 科 目 備 考

必 修 選 択

基 礎 論（研究調査法を含む）

起業マネジメント基礎論I

（起業戦略マネジメント論：理論と方法）

起業マネジメント基礎論11

（起業情報マネジメント論：理論と方法）

研 究

起業マネジメント研究I

（グローバル・マネジメント）

起業マネジメント研究11

（ローカル・マネジメント）

起業マネジメント研究111

（起業マネジメントのマーケティング）

起業マネジメント研究Ⅳ

（起業マネジメントのロジスティクス）

起業マネジメント研究V

（起業マネジメントの会計）

起業マネジメント研究Ⅵ

（起業マネジメントの情報）

特 別 講 義

起業マネジメント特別講義I(国際人的資源論）

起業マネジメント特別講義11(国際ビジネス論）

起業マネジメント特別講義Ⅲ（製品開発論）

起業マネジメント特別講義Ⅳ（流通機構論）

起業マネジメント特別講義V(財務管理論）

起業マネジメント特別講義Ⅵ（国際会計論）

起業マネジメント特別講義Ⅶ（財務会計論）

起業マネジメント特別講義Ⅷ（経済制度論）

起業マネジメント特別講義Ⅸ（ｸﾛｰﾉw経獺）

起業マネジメント特別講義X(経 済 法）

起業マネジメンI､特別講義Ⅲ（情報科学論）

起業マネジメント特別講義皿（情報環境論）

ケーススタディ

起業マネジメントケーススタディI

（流 通 業）

起業マネジメントケーススタディII

（サービス業）

起業マネジメントケーススタディ111

（製 造 業）

(1)「研究」の中より，］

科目4単位を必修。

4

4

(2)「研究」「特別講義」

「ケーススタディ」の

中より，12単位以上選

択必修。

4

4 （3）「演習（修士論文指導

を含む)」の中より，

4 A．Bを継続して2科

目8単位を必修。

4 計32単位以上を修得

4 し，かつ修士論文を提

出し審査に合格するこ

4 と。

２
２

２
２
２

２
２
２
２

２
２

２

2

2

2
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単 位 数
授 業 科 目 備 考

必 修 選 択

起業マネジメント地域スタディI

（日本社会と経営）

起業マネジメント地域スタディII

（アジア社会と経営）

起業マネジメント地域スタディⅡI

（欧米社会と経営）

演 習（修士論文指導を含む）

起業マネジメント演習1A

（グローバル・マネジメント）

起業マネジメント演習IB

（グローバル・マネジメント）

起業マネジメント演習11A

（ローカル・マネジメント）

起業マネジメント演習ⅡB

（ローカル・マネジメント）

起業マネジメント演習ⅢA

（起業マネジメントのマーケティング）

起業マネジメント演習ⅢB

（起業マネジメントのマーケティング）

起業マネジメント演習ⅣA

（起業マネジメントのロジステイクス）

起業マネジメント演習ⅣB

（起業マネジメントのロジスティクス）

起業マネジメント演習VA

（起業マネジメントの会計）

起業マネジメント演習VB

（起業マネジメントの会計）

起業マネジメント演習ⅥA

（起業マネジメントの情報）

起業マネジメント演習ⅥB

（起業マネジメントの情報）

2

2

2

4

4

4

4

I

4

4

4

1

4

4

4

計 8 108
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城 西 国 際 大 学 学 位 規 程

(目 的）

第1条 学位規則（昭和28年文部省令第9号）第13条の規定に基づき、城西国際大学

（以下「本学」という）が授与する学位について、必要な事項を定めることを

目的とする。

(学 位）

第2条 本学において授与する学位は、次のとおりとする。

人文科学研究科 博士（比較文化）

修士（国際文化）、修士（女 性 学）

経営情報学研究科 修士（経 営 学）

経 営 情 報 学 部 学士（経営情報）

人 文 学 部 学士（国際文化）、学士（福祉文化）、

学士（国際交流）

(学位の授与）

第8条 前条の学位は、本学学則及び本学大学院学則の定めるところにより、本学を

卒業した者及び本学大学院の課程を修了した者に授与する。

2 前項の定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を経な

い者であっても本学大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ試問によって

本学大学院の博士後期課程を修了して博士の学位を授与された者と同等以上の

学力を有することの確認（「学力の確認」という）を得た者にも授与すること

ができる。

(論文の提出）

第4条 前条第1項の規定により学位論文の審査を願い出ようとする者は、学士の場

合を除いて、所定の学位論文審査願に、学位論文及び論文目録を添え、研究科

長を経て学長に提出するものとする。ただし、博士の学位論文審査を願い出る

場合は論文審査料を添えなければならない。

2 前条第2項の規定により学位の授与を申請する者は、所定の学位申請書を学

位論文、論文目録、履歴書及び論文審査料を添え、研究科長を経て学長に提出

するものとする。

8 学位論文は、1編とし8部提出するものとする。ただし学士論文の場合は別

に定める。

また、審査のために必要があるときは、論文要旨、参考論文あるいはその他

参考資料を提出するものとする。

4 受理した学位論文は、いかなる理由があっても返還しない。

（論文審査料）

第5条 本学の論文審査料は、次のとおりとする。

(1)前条第1項の規定による者 50, 000円

（2）前条第2項の規定による者 100, 000円
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(論文の審査付託）

第6条 学長は、学位論文を受理したときは、研究科委員会にその論文の審査等を付

託する。

(審査委員会）

第7条 前条の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会は、学位論文の

審査を願い出た者の指導教員を主査とし、当該論文に関連ある科目担当教員

2名以上からなる審査委員会を設ける。

ただし、第8条第2項の規定による場合の審査委員会の主査は、当該論文に

最も関連する研究分野の教員から選出する。

(論文の審査、試験及び学力の確認）

第8条 審査委員会は、学位論文の審査、試験及び学力の確認を行う。

2 試験は、学位論文を中心として、これに関連する研究領域について筆答又は

口述により行う。

8 第8条第2項の規定による審査の場合は、前項のほか専攻学術に関し、同等

の学力の確認を行わなければならない。

4 審査委員会は、本条第2項及び前項の規定にかかわらず、学位の授与を申請

又は請求する者の経歴及び業績を審査して、試験の全部又は一部を行う必要が

ないと認めたときは、研究科委員会の承認を得て、その審査をもって試験の全

部又は一部に代えることができる。

5 本学大学院の博士後期課程の所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得

し、かつ必要な研究指導を受けた者が、退学後8年以内に博士の学位の授与を

申請するときは、学力の確認を行わないことができる。

(論文審査の協力）

第9条 学位論文の審査に当たっては、他大学の大学院の教員等の協力を得ることが

できる。

(審査の期間）

第10条 審査委員会は、修士の学位についてはその学年末までに、博士の学位につい

ては学位論文が受理された日から1年以内に、学位論文審査及び試験等を終了

しなければならない。

(審査委員会の報告）

第11条 審査委員会は、学位論文の審査、試験及び学力の確認が終了したときは、学

位論文と共に、直ちに学位論文審査結果の要旨、試験結果の要旨及び学力確認

結果の要旨に学位授与の可否の意見を添え、研究科委員会に文書により報告し

なければならない。

2 審査委員会は、学位論文審査の結果、その内容が著しく不良であると認めた

ときは、試験及び学力の確認を行わないことがある。この場合は、前項の試験

結果の要旨及び学力確認結果の要旨を添付することを要しない。
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(研究科委員会の審議）

第12条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、学位を授与すべきか否かを

議決する。

2 前項の議決をするには、委員全員の4分の8以上の出席を必要とする。

8 学位の授与を決定するには、出席委員の8分の2以上の同意を必要とする。

(研究科長の報告）

第13条 研究科委員会の前条の議決をしたときは、研究科長は文書により学長に報告

しなければならない。

(学位授与の決定）

第14条 学長は、前条の規定による報告を受けたときは、大学院委員会を召集し、学

位授与の可否を審議する。

2 大学院委員会において前項の審議をするには、第12条第2項及び第8項と同

数の委員の出席及び同意を必要とする。

(学位の授与）

第15条 学長は、前条の議決に基づいて学位授与が可とされた者に対し、所定の学位

記を授与する。

2 学位授与が否とされた者には、その旨を通知する。

(博士論文要旨等の公表）

第16条 本学は、博士の学位を授与したときは、博士の学位を授与した日から8か月

以内に、その学位論文の内容の要旨及び学位審査結果の要旨を公表するものと

する。

(博士論文の公表）

第17条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に、その学

位論文を印刷しなければならない。ただし、学位を授与される前に既に印刷公

表したときはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由がある場合は、本学の承認を得

て、学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することがで

きる。この場合本学は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するもの

とする。

(学位の名称の使用）

第18条 本規定により学位を授与された者が学位の称号を用いるとき、これに本学の

名称を付記するものとする。

(学位授与の取消）

第19条 学位を授与された者がその名誉を汚す行為をしたとき、又は不正の方法によ

り学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は研究科委員会及び大学院

委員会の議を経て学位の授与を取り消し、この旨を公表するものとする。

2 研究科委員会及び大学院委員会の前項の議決をするには、第12条第2項及び

第8項の規定と同数の委員の出席及び同意を必要とする。
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(登録及び報告）

第20条 本学において学位を授与したときは、学長は、学位簿に登録するものとする。

2 博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から8か月以内に学位授与

報告書を文部大臣に提出するものとする。

(学位記及び書類）

第21条 学位記及び学位申請関係書類の様式は、別表のとおりとする。

付 則

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

この改正は、平成10年4月1日から施行する。
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別表 1（学位申請関係書類の様式）

(1)第4条第1項の規定による論文審査願の様式

学 位 論 文 審 査 願

年 月 日

城西国際大学学長 殿

研究科 専攻

年 入学

氏名 印

修士 （ ）

このたび の学位を受けたく学位論文及び論文目録

博士 （ ）

を添えて提出いたしますので審査下さるようお願いいたします。

備考 1．論文目録の様式は書類様式(3)によること。

2．博士の学位論文審査願には論文審査料を添えること。

(2)第4条第2項の規定による学位申請書の様式

学 位 申 請 書

年 月 日

城西国際大学学長 殿

印氏名

このたび博士 （ ） の学位を受けたく学位論文、参考文献、

論文目録、履歴書に学位論文審査料 を添えて提出い

たします。

備考 1．論文目録、履歴書様式は書類様式(3)及び(4)によること。
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(3)論文目録の様式

論 文 目 録

論 文

1．題 目

2．印刷公表の方法及び時期

8．冊 数

参 考 論 文

1．題 目

2．印刷公表の方法及び時期

8．冊 数

年 月 日

学位授与申請者

氏 名

1．論文題目が外国語の場合には、和訳を付記すること。

2．参考論文が2種類以上あるときは、別記すること。

8．論文がまだ印刷公表されていないときは、その予定の方法時期を

記載すること。

4．修士論文目録は論文題目のみでよい。

5．論文目録は8通提出すること。

備考

(4)履歴書様式

履 歴 書

本 籍

現住所

ふ り が

氏

年 月

学 歴

職 歴

研究歴

賞 罰

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

氏名

名
生

な
日

印

備考 1．学歴は高等学校卒業以後の履歴について年次を追って記載すること。

2．本学大学院の課程を経た者は、その単位修得証明書を添えること。
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別表22（学位記の様式）

(1)第8条第1項の規定により授与する卒業証書の様式(学部を卒業した場合）

年
月

日

城
西
国
際
大
学
学
長

年
第

号

本
学

学
部

学
科
所
定
の
課
程
を
修
め
て

本
学
を
卒
業
し
た
こ
と
を
認
め
、
学
士

（
）

の
学
位
を
授
与
す
る
。

卒
業氏

名年
月

日
生

証

窒
冒

印

(2)第8条第1項の規定により授与する学位記の様式(修士課程を修了した場合）

年
月

日

城
西
国
際
大
学
学
長

修
第

号

本
学
大
学
院

研
究
科

課
程
を
修
了
し
た
の
で
修
士
（

授
与
す
る
。

学
位

本
籍
（
都
道
府
県
）

氏
名年

月

記

専
攻
の
修
士

）
の
学
位
を

日
生

印
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(3)第8条第1項の規定により授与する学位記の様式(博士後期課程を修了した場合）

年
月

日

城
西
国
際
大
学
学
長

博
甲
第

号

本
学
大
学
院

研
究
科

専
攻
の
博
士

後
期
課
程
に
お
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
学
位
論

文
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
し
た
の
で
博
士
（

）

の
学
位
を
授
与
す
る
。

論
文
題
目

学
位

本
籍
（
都
道
府
県
）

氏
名年

月

記

日
生

印

(4)第8条第2項の規定により授与する学位記の様式(学位論文提出による場合）
年

月
日

城
西
国
際
大
学
学
長

博
乙
第

号

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び

試
問
に
合
格
し
た
の
で
博
士

（
）
の
学
位
を
授

与
す
る
。

論
文
題
目

学
位

本
籍
（
都
道
府
県
）

氏
名年

月

記

日
生

印



別表3（学位授与報告譜の様式）

岸
つ
』

学 位 （博 士） 授 与 報 告 書 大学大挙院

｜
|W:1;論文

:11 W|

論文稀代

終 ~r

年ノlil

|# l2課ｲ$O!の修了等の状況雌Iざの学位を授・Jjされた 門 ；
』

１
Ｊ

〃
』

１
１

可
Ｊ
１

授
年

IWlのW攻

分野の名称

(ふ り が な）

氏 名
研 究 科

（専攻）名

修了('I!退）

年 月 |]

IW 士 論 文 名糀告 研ソノ
水 編 大学院編性別 (I;年llll

都
迦
脚
肌

1I1

第
乙

IW士( )

回
り

梛
迩
府
県
一
郁
迦
川
鼎
一
郁
道
燗
肌

号第
甲

乙 岬士（ ）

1I1

節

△

|11 1:( )
l B

〃』

III

第 号
乙

IW･l:( )

郁
道
卿
叫

III

第
乙

画
弓

iW士( )

一

一

冊
道
府
雌

1I1

輔
乙

81

1J Iﾘ）｜:（ ）

梛
遡
府
鼎

III

第 号
乙

IWat( )

備 考

l 報告番号は，学位規I!リ（昭和28年文部街令第9号）により授与された博士の一連稀号とし，第4条第1項によるものについては「III第 号｣，同条第2項によるも

のについては「乙第 号」とすること。

2 博士学位を授与された帝が、本国鰯以外の国篇を布する場合には．木輔を代えて当該国籍を記入すること。

3 博士論文の題名が外国調で表示されている場合には, 1.1本瀞沢を( )を付して記入すること。

4 この報告抑は，学位規MII"12条に定める期間内に，該当する群をまとめて，随時に一職表の形で提出すること。
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人 文 科 学 研 究 科

I.大学院における教職課程の履修及び教育職員免許状について

教育職員免許状（専修免許状）を修得しようとする者は，教育職員免許法により授与される免

許状（中学校一種・高等学校一種）を有する者でなければならない。なお，修得する免許状の種

類に応じて，免許法の定める資格要件を満たさなければならない。

1． 免許状の種類および教科

本大学院で取得できる教育職員免許状は，第1表のとおりである。

（第1表）

研 究 科 専 攻 専修免許状の種類

国 語

社 会

地理歴史

英 語

人文科学研究科 国際文化専攻

女性学専攻

起業マネジメント専攻

英

垂函

経営情報学研究科 英

垂
叩

2． 免許状の種類および資格

（第2表）

所用資格 大学における最低取得単位数

基 礎 資 格
教科に関
する科目 霧鰡’

教科又は教職
に関する科目免許状の種類

専修免許状 修士の学位を有すること。

学士の学位を有すること。

40 19 24中
学
校
教
諭

一種免許状 40 19

二種免許状 学校教育法第69条の2第7項に

定める準学士の称号を有するこ
と。

20 15

高
等
学
校
教
諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 40 19 24

一種免許状 学士の学位を有すること。 40 19
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11．基礎資格と最低修得単位数

教育職員免許状を修得するためには，修士の称号を有し，さらに教育職員免許法に定める最低

修得単位数を修得しなければならない。

本大学院では，第3表～第7表のとおり教科別に授業科目を開設しているので，各表の最低修

得単位数を修得しなければならない。

1． 人文科学研究科

1） 国際文化専攻

第3表〔国語関係授業科目〕

教育職員免許法施行規
則に定める教科に関す

る専門教育科目及び最
低修得単位数

科 目免許

状の
種類

本 学 開
ニノL
同又

備 考

履修年次単位科 目 単位 開 設 科 目

国語の教科に関
する科目

日本 文 化 研 究1I

（文学・近代）

日本 文 化 研 究IⅡ

（言語・近代）

日本文化特別講義1I
（古典文学）

日本文化特別講義、
（古代語）

日本 文 化 演 習II

（文 学）

日 本 文 化 演 習111

（言 語）

4 1．224

専
修

免
許

状

1．24

1．24

24 1

1．24

4 1．2
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第4表 〔社会・地理歴史関係授業科目〕

教育職員免許法施行規

則に定める教科に関す
る専門教育科目及び最
低修得単位数

免許

状の

種類

本 学 開 科 目設

備 考

履修年次科 目 単位 開 設 科 目 単位

社会及び地理歴

史の教科に関す
る科目

日本 文 化 研 究I

（歴史・近代）

日本文化特別講義I
（古代史）

日本文化演習1A

（歴 史）

日本文化演習IB

（歴 史）

アメリカ文化研究I

（歴 史）

アメリカ文化演習I

（歴 史）

比較 文 化 研 究I
(比較文化史：アジア）

比 較 文 化 研 究Ⅳ

（比較考古学）
比較文化特別講義I

（比較文化史：西欧）
比較文化特別講義I1

(日本･アジア比較文化）

比較文化特別講義111

(比較文化：ラテンアメ
リカと西洋・アジア）
比較文化特別講義V

（比較地域社会）
比 較 文 化 演 習 I

(比較文化史：アジア）
比 較 文 化 演 習 Ⅳ

（比較考古学）

1．224 4

1．24

4 1．2

1．24

專

1．24

修 4 1．2

24 1

免

4 1．2

許 1．24

1．24

状

1．24

4 1．2

4 1．2

4 1．2
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第5表〔英語関係授業科目〕

教育職員免許法施行規
則に定める教科に関す
る専門教育科目及び最
低修得単位数

免許
状の
種類

本 学 開

凡
又
三
同

科 目
備 考

科 目 単位 単位 履修年次開 設 科 目

英語の教科に関
する科目

アメリカ文化研究1I
（文 学）

アメリカ文化研究ⅡI
（言 語）

アメリカ文化特別講義I
（文化摩擦）

アメリカ文化特別講義I1
（映像文化）

アメリカ文化特別講義111
（アメリカ思想）

アメリカ文化演習11
（文 学）

アメリカ文化演習Ⅲ
（言 語）

比 較 文 化 研 究11
（比較文学）

比較 文 化 研 究Ⅲ
（日英言語行動比較）
比較 文 化 演習Ⅱ

（比較文学）
比 較 文 化 演 習 Ⅲ
（日英言語行動比較）

24

２
２

２
２

２
２

２
２

２
２

２

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１

４
４

４
４

４
４

４
４

４
８

４

専
修

免
許

状

’

2） 女性学専攻

第6表〔英語関係授業科目〕

教育職員免許法施行規
則に定める教科に関す
る専門教育科目及び最
低修得単位数

免許
状の
種類

本 学 開

凡
又
三
面

科 目
備 考

科 目 単位 履修年次開 設 科 目 単位

英語の教科に関
する科目

女性学英文資料講読I
（文 学）

女性学英文資料講読I1
（比較文化）

女性学英文資料講読Ⅲ
（英語文化記号論）
英語コミュニケーションI
（口頭発表法）

英語コミュニケーション11
（論文作成法）

英語コミュニケーションⅢ
（討論法）

24

２
２

２
２

２
２

●
●

●
●

●
●

１
１

１
１

１
１

４
４

４
４

４
４

専
修
免
許
状
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2．

1）

経営情報学研究科

起業マネジメント専攻

第7表〔商業関係授業科目〕

教育職員免許法施行規
則に定める教科に関す
る専門教育科目及び最
低修得単位数

設 科 目免許
状の
種類

本 学 開
備 考

単位 履修年次開 設 科 目科 目 単位

起業マネジメント研究I
(グローバル・マネジメント）
起業マネジメント研究1I
(ローカル･マネジメント）
起業マネジメント研究Ⅲ
侭業ﾏﾈｼﾒﾝﾄのﾏｰｹﾃｨﾝｸ）
起業マネジメント研究Ⅳ
胞業ﾏﾈｼﾒﾝﾄのﾛｼｽﾃｨｸｽ）
起業マネジメント研究V
(起業マネジメントの会計）
起業マネジメント研究Ⅵ
(起業マネジメントの情報）
起業マネジメント特別箭礒I
（国際人的資源論）

起業ﾏﾈｼﾒﾝﾄ特別講義11
（国際ビジネス論）

起業ﾏﾈｼﾒﾝﾄ特別講義111
（製品開発論）

起業ﾏﾈｼﾒﾝﾄ特別講義Ⅳ
（流通機構論）

起業マネジメント特別講義V
（財務管理論）

起業マネジメント糊I講義Ⅵ
（国際会計論）

起業マネジメント特別講義Ⅶ
（財務会計論）

起業マネジメント特別講義Ⅲ
（情報科学論）

起業マネジメント特別講義皿
（情報環境論）

起業マネジメント演習1A
(グローバル･マネジメント）
起業マネジメント演習IB
(グローノvﾚ･マネジメント）
起業マネジメント浪摺11A
(ローカル･マネジメント）
起業マネジメントiagll B
(ローカル･マネジメント）
起業マネジメント腫摺ⅢA
(起業ﾏﾈｼﾒﾝﾄのﾏｰｹﾃｨﾝｸ）
起業マネジメント演習ⅢB
(起業ﾏﾈｼﾒﾝﾄのﾏｰｹﾃｨﾝｸ）
起業マネジメントi婚ⅣA
(起業ﾏﾈｼﾒﾝﾄのﾛｼｽﾃｨﾝﾀ）
起業マネジメント穆摺ⅣB
(起業ﾏﾈｼﾒﾝﾄ伽ｼｽﾃｨﾝｸ）
起業マネジメント演習VA
(起業マネジメントの会計）
起業マネジメント演習VB
(起業マネジメントの会計）

商業の教科に関'2‘する科目

（叩〃臼
の一／］

ｎ一〃臼
（叩〃“

、一〃“
（叩〃臼

の〃臼
〈叩〃写

（叩／母
（叩／］

（叩〃白
（叩〃写

（叩″“
ｎ〃臼

（叩／］

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
１１４

ｎ一／臼
イーエ

八一〃“
勺Ｉエ

〈叩／】
で１４

（叩／】
１１４

（叩〃白

ＴＩ４
１１－

『１４
可Ｉユ

く１０《
１１上

．可Ｉ上
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教育職員免許法施行規
則に定める教科に関す
る専門教育科目及び最
低修得単位数

免許
状の
種類

本 学 開
三ﾉL
同又 科 目

備 考

科 目 単位 履修年次開 設 科 目 単位

起業マネジメンl､演習ⅥA
(起業マネジメントの情報）
起業マネジメント演習ⅥB
(起業マネジメントの情報）

４
４

１
２

HI.教育職員免許状申請について

教育職員免許状の申請は，大学から千葉県教育委員会に一括して行う。申請手続きについては，

2年次の10月に説明会を行う。なお，教育職員免許状は修了式当日に交付する。



城西国際大学学友会

学友会規約

学友会連絡協議会規約

学友委員会規約

城西国際大学学友会
学友会規約

学友会連絡協議会規約

学友委員会規約

１
１
１

一 二
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城西国際大学学友会組織図
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学友会規約

第1章 総 則

第1条 本会は，城西国際大学学友会と称し，本部を千葉県東金市求名1番地，城西国際大

学内に置く。

第2条 本会は，次の2種の会員より構成する。

（1） 正 会 員

（2） 賛助会員

第3条 正会員は，城西国際大学の全学生とする。

第4条 賛助会員は，城西国際大学の理事長，専務理事，教員，職員並びに父母後援会役員

とする。

第5条 賛助会員の本会における地位は，本会の健全円滑な運営のための助言者又は協力者

である。

第6条 本会は，会員相互の自主的活動により，学術および文化・体育の向上を図り，併せ

て会員相互の人格の高揚を指向すると共に，本学の発展に資することを目的とす

る。

第7条1項 本会は，前条の目的を達成するために以下の機関を設置する。

（1）学友会連絡協議会

（2）学友委員会

（3）学術団体委員会

（4）課外活動委員会

（5）学術団体顧問会

（6）課外活動顧問会

2項 上記運営機関の規約は，別にこれを定める。

第2章 役 員

第8条1項 会長は，学長とし，会務を総括する。

2項 副会長は，経営情報学部長，人文学部長，事務局長の3名で構成し，会長の援助を

する。また，会長が職務を遂行できない場合は，その職務を代行する。

3項 名誉会長は理事長，名誉副会長は専務理事とし，本会を統括する。

第3章 会 計

第9条1項 本会の支出は，正会員の納入する会費，援助金，父母後援会助成金，寄附金，その

他の収入をもってあてる。

2項 諸団体への配付については，学友会連絡協議会の合意により決定する。

3項 正会員の納入する会費は，年間5, 000円とする。
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第10条 本会の会計年度は，毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 規約改正

本会規約の改正については，学友会連絡協議会において審議する。

本会の規約改正の決議は，委員3分の2以上の出席を必要とし，過半数をもって決

する。

可否同数の場合は，議長の決するところとする。

本会の規約改正が成立したときは，改正資料を1カ月間学生掲示板に発表するもの

とする。

第11条1項

2項

項
項

３
４

学友会連絡協議会規約

第1章 総 則

城西国際大学学友会規約第7条2項に基づき，城西国際大学学友会連絡協議会規約

を定める。

本協議会は,城西国際大学学友会連絡協議会と称し，本部を城西国際大学内に置く。

本協議会は，城西国際大学学友会の運営が円滑に行われることを目的とし，城西国

際大学学友会の発展に寄与する事項を審議，承認する機関とする。

第1条

条
条

２
３

第
第

第2章 会 員

本協議会は，学友会会長，副会長（3名)，学術団体顧問会会長，副会長，課外活

動顧問会会長，副会長，父母後援会代表（1名)，学生部長，副部長，学生課長お

よび学友委員会代表（5名)，学術団体委員会代表（2名)，課外活動委員会代表（

2名）の21名で構成する。

第4条

第3章 協 議

本協議会は，次の事項の審議，承認を行う。

（1）学友委員会の役員の選出

（2）学友会予算の調整

（3）学友会規約および学友会に属する機関の規約の改正

（4）学友会所属団体の承認

（5）学友会運営に必要な事項

本協議会の議長は，学生部長が行い，不在の時は副部長および学生課長が行う。

第5条

第6条

学友委員会規約

第1章 総 則

城西国際大学学友会規約第7条2項に基づき，城西国際大学学友委員会規約を定め第1条
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る。

第2条 本会は，城西国際大学学友委員会と称し，本部を城西国際大学内に置く。

第3条 本会は，城西国際大学学友会正会員の代表で構成する。

第4条 本会は，城西国際大学学友会の運営が円滑に行われることを目的とするとともに，

城西国際大学学友会の発展に寄与するものとする。

第5条1項 本会は，前条の目的を達成するために以下の機関を設置する。

（1）学術団体委員会

（2）課外活動委員会

（3）編集委員会

（4）生活委員会

（5）大学祭実行委員会

（6）卒業アルバム編集委員会

（7）吹奏楽団

（8）チアリーダース

2項 上記運営機関の規約は，別にこれを定める。

3項 本会の運営上必要と認めた場合は，新たに運営機関を設置する。

第2章 役 員

第6条 役員は，以下の役員を置く。

（1）会 長 1名

（2）副会長 2名

（3）総 務 1名

（4）会 計 2名

（5）監 査 2名

（6）渉 外 2名

第7条1項 会長は，本会を総括し全ての事項に対し全責任を負うものとする。

2項 副会長は，会長を補佐し，会長不在の時はその職務を代行する。
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城西国際大学学会会則

第1条 本会は，城西国際大学学会と称する。

第2条 本会は，事務局を城西国際大学内（学務課）に置く。

第3条 本会は城西国際大学における教育研究活動を推進し，人文科学及び経営情報学研究の進

展と会員相互の交流を図ることを目的とする。

第4条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

1． 機関誌・会報等の発行

2 研究会・講演会及びシンポジウム等の開催

3．ワークショップ等，会員によるグループ研究活動

4． 研究活動による地域社会への寄与

5． 本会が必要と認めた他団体との共同研究

6．その他本会が必要と認めた研究活動

第5条 本会は，次の会員をもって構成する。

1． 正会員

（1）本学人文学部・経営情報学部・大学院人文科学研究科及び大学院経営情報学研究

科の専任教員

（2）本学国際文化教育センター及び情報科学研究センターの研究員

（3）本学人文学部・経営情報学部・大学院人文科学研究科及び大学院経営情報学研究

科の学生

（4）本学非常勤講師及び本学専任職員の希望者

2． 特別会員

（1）本学の卒業生有志及び大学院人文科学研究科修了者有志

（2）本学会の承認を得た者

3．．賛助会員

（1）本学会の趣旨に賛同し，学会の事業，活動に対して助言及び援助を行う者

第6条 本会に次の役員を置く。

1． 会 長 1名

2． 副会長 若干名

3． 監 事 2名

4． 委 員 若干名

第7条 会長は学長とする。

2 会長は会務を統括し，本会を代表する。

3 副会長，監事，委員は正会員より会長が委嘱する。

4 本会の運営のため，会長，副会長，委員によって運営委員会を構成する。
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5 会長は運営委員会を招集し，議長となる。

6 機関誌編集，研究会・講演会等の企画，渉外・広報，会計，庶務等は，会長から委嘱された

委員がこれに当たり，必要に応じて委員会を設けるものとする。

7 その他，特に必要がある場合には特別委員会を置くことができる。

第8条 本会に，以下の各分科会を置く。

1． 人 文 学 会

2． 女 性 学 会

3． 経営情報学会

第9条 各分科学会は，第3条の目的を達成するため，第4条に定めた事業を行うことができる。

第10条 本会は，年1回総会を開催し，事業，会計等についての報告を行う。

第11条 本会の経費は，会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

第12条 会員は，次の会費を納入するものとする。

1． 正 会 員 年額 3, 000円

2． 特別会員 年額 2,000円

3． 賛助会員 年額 個人（一口） 6,000円

法人（一口) 30, 000円

第13条 本会の会計年度は，毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

付 則 本会会則は，平成8年4月1日から施行する。
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城西国際大学同窓会
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城西国際大学同窓会規約

第1章 総 則

第1条 本会は城西国際大学同窓会（以下「本会」という｡)と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに，城西国際大学の発展に寄与することを目的と

する。

第3条 本会は次の事業を行う。

（1）学校法人城西大学，城西国際大学と同窓会（本部・支部）および会員との連絡

（2）会員名簿および会報の発行

（3）その他本会の目的を達成するのに必要な事業

第4条 本会の本部は城西国際大学内におく。

第5条 本会の会員は正会員・準会員・特別会員および賛助会員とする。

（1）正会員は城西国際大学の卒業生とする

（2）準会員は城西国際大学に在学中のものとする

（3）特別会員は法人役員・城西国際大学の教職員とする

（4）賛助会員は城西国際大学に一定期間在籍したのち退学したもので総会において認められた

ものとする

（5）他大学より城西国際大学大学院に入学し，修士または博士の課程を修了したもので，入学

金および会費を納入したものは正会員とする

第6条 本会に次の機関をおく。

（1）総 会

（2）役 員 会

（3）支部長会

第2章 総 会

第7条 総会は本会の最高決議機関とする。

2 総会は正会員をもって構成し，定例総会は会計年度が終了後3か月以内に開催するものとし，

lか月以前に公示するものとする。

第8条 次の場合は臨時総会を開催することができる。

（1）会長が必要と認めたとき

（2）正会員200名以上の署名をもって要求があったとき

第9条 総会は会長が召集する。

第10条 会長は総会の議長となる。副議長は会長の指名するもので総会で認められたものとする。
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第11条 総会は次の事項を議事として審議する。

（1）事業計画およびそれに基づく予算案に関すること

（2）事業報告およびそれに基づく決算案に関すること

（3）役員選出および改選に関すること

（4）規約の改正に関すること

（5）その他重要事項に関すること

第3章 役員・役員会および支部長会

第12条 本会に次の役員をおく。

（1）会 長 1名

（2）副 会 長 若干名

（3）幹 事 若干名

（4）監 事 2名

第13条 本会に名誉会長（理事長),名誉副会長（常務理事及び学長）をおき，本会を統括する。

顧問（学生部長・副部長）および相談役を若干名おく。

2 名誉会長及び名誉副会長は，総会及び役員会に出席することができる。

第14条 会長・幹事および監事は総会において正会員のうちより選出する。但し，支部長は支部

長に就任と同時に幹事となる。

2 副会長は会長の指名するもので総会において認められたものとする。

3 相談役は会長・副会長の経験者および総会において推薦されたものとする。

第15条 役員の任期は2年とし，再任を妨げない。ただし，補欠による後任者の任期は，前任者

の残任期間とする。また，支部長である幹事の任期は支部長在任期間とする。

第16条 会長は役員会にはかり運営委員若干名をおくことができる。

第17条 会長は本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し，会長ことあるときは会長代行となる。

3 幹事は役員会を組織し会務を遂行する。

第18条 役員会は正副会長および幹事をもって構成し，会長が議長となり総会に提案する議事を

審議決定する。

2 役員会の運営規定については別にこれを定める。

第19条 相談役は会長の要請により役員会に出席し意見を述べることができる。

第20条 支部長会は各支部長をもって組織し会務を遂行する。

2 支部長会の運営規定については別にこれを定める。

第4章 会計監査

第21条 監事は本会の会計を監査し，総会において監査報告をしなければならない。
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第5章 会 計

第22条 本会の運営は入会金・会費・寄付金およびその他の収入による。

第23条 会員は入学時に準会員費として10, 000円，卒業時に終身会費として40, 000円をそれぞれ

納入しなければならない。

第24条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 規約改正

第25条 本会の規約改正は次の場合に役員会の議を経て総会で決定する。

（1）会長が必要と認めたとき

（2）正会員の1割の署名により要求のあったとき

第7章 事 務局

第26条 本会の事務を遂行するために本部に事務局をおく。

2 事務局に関する必要な規則は役員会の議を経て会長が定める。

付 則 本規約は，平成8年4月1日から施行する。
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父母後援会共済事業規約

1．趣旨及び事業

城西国際大学父母後援会では，城西国際大学学生（大学院生及び別科学生を含む｡）の父母

又は学費負担者として登録された者（様式1）を会員とし，相互扶助の精神に則り，次のよう

な共済事業を行う。

（1）在学生全員を「学生教育研究災害傷害保険」（以下，「学生保険」という）及び「災害総合

保障特約付総合福祉団体定期保険」（以下，「生命保険」という）に加入されることにより，

正課授業中や課外活動又学内外を問わずに24時間学生生活を保障し，次のような事故発生の

際には保険金の支払が受けられるようにする。

① 正課中及びそれに準ずる研究活動中に発生した傷害及び死亡，後遺症

② 学生の日常生活（課外活動等も含む）で蒙る不慮の事故による死亡・高度障害及び所定

の身体障害

③ 病気による死亡・高度障害

（2）会員が不慮の災害に遭遇されたときは，見舞金を支給する。

（3）学生の正課中及び課外活動，生活中の傷害事故に対して見舞金を支給する。

共 済 費

(1)学生1人年額9, 000円を会員負担とする。

(2)共済費納入は入学時9, 000円とし,2年次以降毎年4月末日までに9, 000円を納入する。

(3)共済事業運営上やむを得ざる場合には増額することができる。

2

3． 共済費の支出内訳

（1）学生保険に関する保|倹料

保険料については，保険約款に基づく料額とする。ただし，役員会に報告するものとする。

経営情報学部 入学時（4年間） 3,200円

人 文 学 部 入学時（4年間） 3,200円

大 学 院 入学時（修了まで) 1, 700円

別 科 入学時（1年間） 950円

保険有効期間は卒業年度の3月31日までとする。

（2）生命保険に関する保険料

保険料については，保険約款に基づく料額とする。ただし，役員会に報告するものとする。

学生1人当たり年額 4,775円

保険有効期間は1年間（4月1日から3月31日）
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(3)共済基金

異常事態に対応するため，基金を設ける。

4． 会員の死亡による授業料の奨学金

学費支弁者たる会員が死亡した時は，その意思をつぎ無事子弟が，通常の卒業課程の範囲内

までの授業料を奨学生として，本人の申し出により無利息で貸与を行うものとする。

なお，この細則については別に定める。

5． 事故の際支払われる保険金

（1）学生保険の保険金

区 分

①正課中の死亡

〃 傷害（4日以上）

後遺障害金

入院給付金(180日を限度)1日につき

②課外活動中及び学校施設内にいる間の死亡
〃 傷害（14日以上）

後遺障害金

入院給付金（180日を限度）1日につき

保 険 金

2, 000万円

6, 000円～30万円

90万円～3, 000万円

4, 000円

1, 000万円

3万円～30万円

45万円～1,500万円

4, 000円

※後遺障害金は，保険に保険約款による所定の身体障害の程度に応じて保険金が支払
われます。

(2)生命保険の保険金

区 分

病気による死亡・高度障害

不慮の事故による死亡・高度障害

障害給付金

入院給付金（入院5日以上120日を限度）

保 険 金

150万円

150万円

15万円～105万円

1日2, 250円

※障害給付金は，災害総合保障特約条項による所定の身体障害の程度に応じて給付金
が支払われます。

(3)その他

通学途中，正課中の事故発生による死亡又は傷害の際には，上記学生保険と生命保険の保

険金が支払われます。

例えば，死亡の場合は2, 000万円+ 150万円，合計2, 150万円が支払いを受ける保険金です。

6． 各種見舞金

（1）弔慰金（様式2）

① 会員が死亡した場合は10万円の弔慰金を支給する。
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② 学生が死亡した場合は10万円の弔慰金を支給する。

(2)傷害見舞金（様式2）

① 学生が正課中傷害事故を起こした場合は，完治するまでの治療費の実費10万円を限度と

して給付する。

ただし，4日以上の治療については学生保険から治療費が給付されるので，その給付額

を差し引いた金額の限度を10万円とする。

② 学生が正課中以外の課外活動等で傷害事故を起こした場合は，完治するまでの治療費の
実費10万円を限度として給付する。

ただし，14日以上の通院又は5日以上の入院治療については，学生保険から入院給付金

が給付されるので，その給付額を差し引いた金額の限度を10万円とする。

付 則

1． 本共済事業規約は平成4年4月1日より実施する。

ただし，学生保険の適用は，平成4年6月1日からとする。

2． 本共済事業規約は平成6年4月1日一部改正。

ただし，学生保険の適用は，平成6年度入学生からとする。

3．本共済事業規約は平成8年4月1日一部改正。

ただし，学生保険の適用は，平成8年度入学生からとする。

4． 本共済事業規約は平成10年4月1日一部改正。

ただし，学生保険の適用は，平成10年度入学生からとする。
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様式1

諸 様 式 見 本

受験番号 学籍番号

※

登 録

窒
菖

yi
平成 年 月 日

城西国際大学

父母後援会会長 殿
一

住
所

〒 （ － ） TEL ( )

父

フリガナ

名 ③

私は下記学生の学費負担者であることを登録いたします。

’学 部 学 部

認一蛾一罪大 学 院 研究科

別 科

フリガナ
生 年 月 日

年 月 日学生氏名
’

1 この登録書が未提出ですと，共済費が納入されていても，保険が成立しませ

んので，必ず，合格書類といっしょに返送してください。

必ず捺印してください。

※欄は記入しないでください。

父母柵の続柄は，学生からみた関係を記入してください。

備

２
３

４



132

様式2

’ 一

日平成 年 月

城西国際大学
父母後援会会長 殿

学科

専攻

専修

学 部

研究科

別 科

学籍番号

学生氏名

請求人住所

氏 名 ⑳

父母後援会共済事業規約による（弔慰金・見舞金）の給付を請求いたします。
記

種 別

添付書類

そ の 他

銀行1.銀 行 名

支店2．支 店 名

当座3．種 別 普通

4．口座番号

5．口座名義人

号城国父発⑳

係 学生課長 総務課長 事務局長 後援会長
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